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1. 計画策定の背景と目的

 　これまでの都市計画は、 人口の増加や都市の成長 ・ 拡大を前提として都市の将来像を

描いてきました。 しかし、 人口減少 ・ 超高齢社会の到来を背景に、 子どもから高齢者ま

で様々な世代の人々の、 安全 ・ 安心、 快適で健康的な暮らしの実現、 財政面からも持続

的な都市経営等が全国的な課題です。 こうした中、 人口減少下においても持続可能な都

市をめざし、 「コンパクト ・ プラス ・ ネットワーク」 の考え方に基づき、 医療 ・ 福祉施設、

商業施設等の都市機能の配置や、 公共交通ネットワークの形成など、 都市全体の構造を

見直すことが重要です。

 　本市においても、 人口減少や高齢化のさらなる進行が予測されています。 拠点を中心

とした都市機能の集積、 拠点間を結ぶ交通ネットワークによってこれまで形成してきた多

軸多核型の都市構造を基に、 人口減少や人口構成の変化に対応できる持続可能な集約

型都市構造の形成を一層進めることが必要です。

　　2021 （令和 3） 年 7 月に改定した堺市都市計画マスタープランでは、 すべての人

が暮らしやすい、 コンパクトで持続可能な都市構造の形成をめざすとしており、 これを実

現するための取組として立地適正化計画を策定します。

2. 立地適正化計画の概要

（１） 立地適正化計画とは

 　立地適正化計画は、 都市全域を見渡した包括的な計画で、 概ね 20 年後を展望し市町

村が定めるものです。 都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、 居住機

能や都市機能を誘導する 「誘導区域」 を設定し、 届出制度や誘導施策によって、 緩やか

に都市をコントロールする制度です。

（２） 立地適正化計画で定める主な事項

【立地適正化計画の区域】

	● 立地適正化計画の区域は都市全体を見渡す観点から、 都市計画区域全体とすること       

が基本です。

【立地の適正化に関する基本的な方針】

	● 計画により実現をめざす将来の都市像や理念です。

【居住誘導区域】

	● 居住を誘導して人口密度を維持することで、 生活サービスや地域コミュニティの維持 ・       

確保を図る区域です。

【都市機能誘導区域】

	● 医療 ・ 福祉 ・ 子育て支援 ・ 商業等の都市機能を適切に誘導し、 集約化を図ることで       

効率的な都市サービスの提供を図る区域です。
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【誘導施設】

	● 都市機能誘導区域ごとに、 立地を誘導すべき施設で、 居住者の共同の福祉や利便性の

向上を図り、 都市機能の増進に寄与する施設です。

【誘導施策】

	● 都市機能や居住の誘導を図るために展開する施策です。

【防災指針】

	● 居住誘導区域にあっては住宅の、 都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立

地の誘導を図るための都市の防災に関する機能確保に関する指針です。

都市機能誘導区域
医療･福祉･子育て支援･商業等の
都市機能を適切に誘導し、集約化
を図ることで効率的な都市サービ
スの提供を図る区域です。

居住誘導区域
居住を誘導して人口密度を維持す
ることで、生活サービスや地域コ
ミュニティの維持･確保を図る区
域です。

立地適正化計画区域
（都市計画区域）
都市全体を見渡す観点から、都市
計画区域全体とすることが基本と
なっています。

都市計画区域内ですでに市街地を
形成している区域及びおおむね
10年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図る区域です。

市街化区域

立地適正化計画のイメージ
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3. 立地適正化計画の位置づけ

 　立地適正化計画は都市全体を見渡したマスタープランとしての性質をもつものである

ことから、 「立地の適正化に関する基本的な方針」 は都市計画マスタープランの一部とみ

なされます。 また、 本市の基本計画となる 「堺市基本計画 2025」、 大阪府の 「南部大

阪都市計画区域マスタープラン」 に即し、 地域公共交通のあり方を示す 「堺市地域公共

交通計画」 など関連する分野別計画と連携し、 整合を図りながら持続可能な都市の構築

を総合的に推進します。

立地適正化計画の位置づけ

4. 対象区域

 　立地適正化計画の対象区域は、 都市計画区域 （市全域） とします。

5. 目標年次

 　目標年次は、 概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、 都市計画マスタープランの目標

年次を踏まえ、 2040 年度とします。

　　策定後は概ね 5 年ごとに評価を行い、 必要に応じて計画内容を見直します。
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1. 都市の現状

①人口の推移

	● 本市の総人口は、 2020 （令和 2） 年で約 82.6 万人です。

	● 高齢化率は、年々増加傾向にあり、2020 （令和 2） 年時点で約 29％となっています。

	● 人口は今後も減少し、 国立社会保障 ・ 人口問題研究所によると 2040 年時点では約        

73.4 万人と推計されています。年少人口及び生産年齢人口は減少傾向にある一方で、        

高齢者人口は増加傾向にあり、2040 年には高齢化率が約 34％に達する見込みです。

	● 本市の独自推計では、 人口は 2040 年では約 71.3 万人、 2050 年時点で約 65.6        

万人に減少する見込みです。

（１） 人口

本市の人口動向

　　　　　資料 ： 2020 （令和 2） 年以前は国勢調査

　　　　　　　　   2025 （令和 7） 年以降は国立社会保障 ・ 人口問題研究所による推計値 （2018 （平成 30） 年 3 月公表）

【参考】 年齢 3 区分別人口の将来推計

　　　　　　　　　　資料：堺市基本計画 2025 （2015 （平成 27） 年以前は国勢調査、 2020 （令和 2） 年以降は独自推計）

推計値
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②人口の社会動態

	● 2021 （令和 3） 年までは転出超過の状況が続いていましたが、 2022 （令和 4）

年に転入超過に転じています。

	● 2021 （令和 3） 年から 2023 （令和 5） 年では、 特に 20 ～ 24 歳や 30 ～ 34 歳

で転出超過数が大きくなっています。

社会動態の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：住民基本台帳 （外国人住民含む）

※他府県、 府内他市町村のみ （市内移動を除く）

年齢別の転入転出超過の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料 ： 住民基本台帳人口移動報告

※日本人のみの集計
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③人口密度分布

	● 本市の人口密度は、 2015 （平成 27） 年時点で市全域は約 56 人 /ha、 市街化区域

内は約 73 人 /ha、 市街化調整区域内は約 11 人 /ha です。

	● 主に市街化区域の市街地で人口密度が高くなっており、 市街化調整区域では 40 人 /ha

を下回る地域が多くなっています。

	● 2045 年時点の人口推計に基づく人口密度分布をみると、 40 人 /ha を下回る地域は

大きく増加しないものの、 全体的に人口密度の低下が予想されています。

	● 2045 年と 2015 （平成 27） 年の人口密度を比較すると、 駅周辺の比較的利便性の

高い地域や大規模な住宅団地が立地している地域で人口密度の低下が多く見られます。

人口密度変化 （2045 年 ‐ 2015 （平成 27） 年）

　　　　　　　　　　資料 ： 将来人口 ・ 世帯予測ツール （国土技術政策総合研究所） より算出
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人口密度分布 （2015 （平成 27） 年） 人口密度分布 （2045 年）

　　　　　　　　　　資料 ： 将来人口 ・ 世帯予測ツール （国土技術政策総合研究所） より算出

④人口集中地区 （DID） の推移

	● DID 人口は 2015 （平成 27） 年以降減少傾向にありますが、 DID 面積は増加傾向

にあり、 DID 人口密度は低下傾向にあります。

人口集中地区 （DID） の推移

　　　　　　　　　　資料 ： 国勢調査 
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①土地利用の状況

	● 平野部及び丘陵部の泉北ニュータウンに市街地が広がり、 駅周辺や幹線道路沿道に商

業業務地の集積があります。 工業地は臨海部だけではなく、内陸部でも集積があります。

	● 南部には山林が広がり、 河川やため池を水源とした田畑が南部から中央部にかけて広

がっています

（2） 土地利用

土地利用現況

　　　　　　　　　　資料 ： 2020 （令和 2） 年度都市計画基礎調査
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②住宅 ・ 空き家の状況

	● 本市の住宅総数、 空き家総数とも、 2003 （平成 15） 年から 2013 （平成 25） 年

にかけて増加しています。 空き家率は 2003 （平成 15） 年から 2013 （平成 25）

年までは微減傾向にありましたが、2018 （平成 30） 年にかけてまた微増しています。

	● 2018 （平成 30） 年の区別の空き家率は堺区が最も高く、 次いで西区、 北区の順で

高くなっています。

本市の住宅数 ・ 空き家数の推移

　　　　　　　　　　資料 ： 住宅 ・ 土地統計調査

本市の区別住宅数 ・ 空き家数 （2018 （平成 30） 年）

　　　　　　　　　　資料 ： 住宅 ・ 土地統計調査
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①公共交通カバー状況

	● 大阪都心部と関西国際空港や和歌山を結ぶ南海本線 ・ JR 阪和線や、 南海高野線 ・ 泉

北高速鉄道 ・ OsakaMetro 御堂筋線 ・ 阪堺線の鉄軌道、 バス路線、 デマンド型の乗

合タクシーにより公共交通ネットワークが形成されています。

	● 市街地の広がりにあわせて公共交通網が形成されており、 鉄軌道、 路線バス、 乗合タ

クシーによる人口カバー率は 96.4％です （2022 （令和 4） 年時点）。

（3） 公共交通

公共交通カバー状況

　　　　　　　　　　資料 ： 国土数値情報、 堺市資料

※ 2023 （令和 5） 年 10 月末時点
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②鉄道乗車人員

	● 路線ごとの 1 日乗車人員は、 いずれも概ね横ばいで推移していましたが、 2020

（令和 2） 年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、 いずれの乗車人員も

2019 （令和元） 年度よりも減少しています。

路線ごとの 1 日乗車人員の推移

　　　　　　　　　　資料 ： 堺市統計書

※ OsakaMetro 御堂筋線は特定日 1 日の値、 それ以外は年度の 1 日平均値

③バス乗車人員

	● 市内を走る路線バスの年間乗車人員は、 いずれも概ね横ばいで推移していましたが、

2020 （令和２） 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、 いずれの乗車人

員も 2019 （令和元） 年度より減少しました。 その後は回復傾向となっていますが、

2019 （令和元） 年度以前の水準には回復していません。

路線バスの年間乗車人員の推移

　　　　　　　　　　資料 ： 堺市統計書及び大阪シティバス提供資料
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①広域的な都市機能の集積状況

	● 隣接する大阪市の都市機能の影響を受ける都市構造であり、 大規模小売店舗や大学な

どは立地しているものの、 大阪市に比べると都市機能の集積度は低い状況にあります。

（4） 都市機能

広域的な都市機能の分布状況

　　　　　　　　　資料 ： 国土数値情報
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②都市機能の集積状況

1） 医療機能

	● 日常的な診療をうけることができる診療所は市内に広く分散して立地しています。

	● 総合的な医療サービスを提供する病院は駅から離れた場所にも立地しています。

診療所 （内科又は外科） 病院

2） 高齢者福祉機能

	● 介護等のサービスを提供する高齢者福祉施設 （通所型 ・ 訪問型 ・ 小規模多機能型）

は市内に広く分散して立地しています。

	● 高齢者の様々な活動の拠点となる老人福祉センターは各区に立地しています。

地域包括支援センター、 通所系施設、
訪問系施設、 小規模多機能施設

老人福祉センター

注：2022（令和4）年6月時点 注：2022（令和4）年6月時点

注：2022（令和4）年6月時点 注：2022（令和4）年6月時点
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3） 障害者福祉機能

	● 日常生活のサポートや自立 ・ 就労に向けた訓練等のサービスを提供する障害者福祉施

設 （訪問系サービス ・ 日中活動系サービス、 訓練系 ・ 就労系サービス） はいずれも市

内に広く分散して立地しています。

障害者施設 （訪問系 ・ 日中活動系サービス） 障害者施設 （訓練系 ・ 就労系サービス）

4） 子育て支援機能

	● 未就学児を持つ子育て世代が利用する保育所等は市内に広く分散して立地してい

ます。

	● 母子健康手帳の交付など総合的な保健サービスを提供する保健センターは駅周辺に

立地しています。

こども園、 保育所、 幼稚園、

認可外保育施設

保健センター

注：2022（令和4）年9月時点 注：2022（令和4）年9月時点

注：2022（令和4）年5月時点 注：2022（令和4）年5月時点
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5） 商業機能

	● 日々の生活に必要な食料品等の買い回りができる食品スーパーは、 市街化区域におい

ては徒歩や自転車を利用して行ける範囲に概ね立地しています。

	● 百貨店や集合店舗など店舗面積が 1 万㎡を超える大規模な商業施設は、 駅周辺に多

く立地しています。

食品スーパー （大規模小売店舗含む） 大規模小売店舗 （10,000 ㎡以上）

6） 歴史 ・ 文化 ・ 交流機能

	● 教育文化サービスの拠点となる文化ホールや図書館は駅周辺に多く立地しています。

図書館、 博物館、 文化観光施設等 ホール ・ 会館

注：2022（令和4）年6月時点 注：2022（令和4）年6月時点

注：2022（令和4）年9月時点
注：2022（令和4）年9月時点
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７） 健康増進機能

	● 市民の健康増進に寄与する運動施設は、 各区に立地しています。

体育館、 プール等

8） 行政機能、 産業支援機能

	● 市役所・区役所は概ね利便性の高い鉄道駅周辺で各区域の中央付近に立地しています。

	● 産業支援機能は中百舌鳥駅周辺に立地しています。

市役所 ・ 区役所等 産業支援機能

注：2022（令和4）年9月時点

注：2022（令和4）年9月時点 注：2022（令和4）年9月時点
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＜鉄道沿線まちづくりについて＞

鉄道沿線まちづくりとは、 鉄道沿線を軸に都市機能が集積するという構造を活かしつつ、

交通結節点である駅周辺に福祉、 子育て支援、 買い物等の生活支援機能を誘導するととも

に、 拠点病院、 大規模商業施設、 文化ホール等の高次の都市機能については沿線の市町村

間で分担 ・ 連携し、 あわせてサービス向上等によってフィーダー （支線） 交通を含む公共交

通機能の強化を図るものである。

③泉北地域の広域的な立地適正化の方針

	● 本市を含む泉北地域の 4 市 1 町 （堺市 ・ 泉大津市 ・ 和泉市 ・ 高石市 ・ 忠岡町） のエ

リアでは、 公民連携により 「泉北地域鉄道沿線まちづくり協議会」 を設置し、 泉北地

域の広域的な立地適正化の方針が策定されています。 本市の立地適正化の方針は、

これを踏まえて定めるものとします。

泉北地域の基本的な都市構造

　　　　　　　　　　資料 ： 泉北地域の広域的な立地適正化の方針 （第２版）

鉄道沿線まちづくりのイメージ

　　　　　　　　　　資料 ： 鉄道沿線まちづくりガイドライン （第一版）
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（5） 自然災害

＜土砂災害＞

	● 堺区を除く 6 区においては土砂災害 （特別） 警戒区域が指定されています。

＜洪水＞

	● 市内で、 河川氾濫が想定されているのは大和川、 西除川、 東除川、 石津川水系です。

＜内水＞

	● 内水浸水想定区域は市内の各地に点在しています。

＜津波＞

	● 沿岸部の南海トラフ巨大地震に伴う津波により浸水する可能性がある区域では、 津波

高さの最大が堺区で 4.2m、 西区で 4.9m と想定されています。

＜高潮＞

	● 沿岸部では、想定される最大の台風が、大阪湾に最も大きな高潮を発生させる経路で、

満潮時に上陸した場合の高潮による浸水区域が想定されています。

石津川水系

東除川

大和川

西除川

上町断層

南区南区

中区中区

西区西区

北区北区

東区東区

美原区美原区

堺区堺区

高潮津波

地震被害

地震被害

洪水

内水氾濫

高潮津波

地震被害洪水

内水氾濫

洪水

内水氾濫

土砂災害

土砂災害

地震被害洪水

内水氾濫 土砂災害

地震被害洪水

内水氾濫 土砂災害

地震被害洪水

内水氾濫 土砂災害

地震被害洪水

内水氾濫 土砂災害

市内の災害リスク

資料 ： 堺市防災マップ

※石津川水系 （石津川、 百済川、 百舌鳥川、 和田川、 陶器川、 甲斐田川、 妙見川）、 東除川 （平尾小川含む）
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（6） 財政

	● 歳入 （一般会計） については、 2013 （平成 25） 年度から 2019 （令和元） 年度ま

では、 自主財源の基本となる市税が最も多く、 増加傾向にあります。 2020 （令和 2）

年度は、 新型コロナウイルス感染症の影響により、 国庫支出金が大幅に増額し、 過去

10 年間で歳入総額が最大となりました。 2022 （令和 4） 年度は、 国庫支出金が前

年度に引き続き減少し、 前年度増加した交付金や地方交付税は減少しています。

	● 歳出 （一般会計） については、 人件費や扶助費の増加に伴い、 義務的経費は増加傾向

にあります。 2020 （令和 2） 年度は、 新型コロナウイルス感染症の影響により、 補

助費等の経費が大幅に増加し、 過去 10 年間で歳出総額が最大となりました。 2022

（令和 4） 年度は、 新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策などを実施したこと

により、 新型コロナウイルス感染症拡大以前と比較して高い水準となっています。

歳入の推移

歳出の推移

　　　　　　　　　資料 ： 堺市資料 （一般会計決算）
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	● 本市では 2022 （令和 4） 年に堺市公共施設等総合管理計画を改訂しましたが、 同

計画の計画期間である 2022 （令和 4） ～ 2051 年度の 30 年間に本市の公共施

設全体のおよそ 1/4 の施設が更新時期を迎え、 その後ピークとなる 2052 ～ 2061

年度の 10 年間には、 さらに全体のおよそ 1/3 の施設が更新時期を迎えます。

	● 大規模な改修や建替え、 更新が必要となり、 多大な費用負担が見込まれることから、

都市機能等の立地の適正化を図るに当たっては、 今後の人口動向を踏まえて、 公共施

設の適正な総量を見極めた上で、 総量の最適化に取り組む必要があります。

耐用年数を迎える施設の延床面積

資料 ： 堺市公共施設等総合管理計画

※ 2021 （令和 3） 年度には、 それ以前に建設後 60 年を経過した施設を含む。
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①テレワーク実施率

	● 大阪府内企業のテレワーク実施率は約 4 割で、 新型コロナウイルス感染症の広がりに伴

い増加し定着しています。

（7） 新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした意識、 行動の変化

大阪府内企業のテレワーク実施率

　　　　　　　　　資料 ： 大阪府新型コロナウイルス感染症の影響下における府内企業の実態調査

実施した 実施していない

②都市空間に対する意識

	● 都市に求める取組として、 「ゆとりある屋外空間の充実」 や 「自転車や徒歩で回遊でき

る空間の充実」 へのニーズが高いことが確認されています。

都市空間に対する意識

　　　　　　　　資料：国土交通省　新型コロナウイルス感染症の影響下における生活行動調査 （2022 （令和 4） 年 3 月実施）
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2. 都市計画マスタープランにおける都市の将来像

豊かな歴史 ・ 文化を活かし、 新しい価値を生みだす

持続可能な自治都市 ・ 堺

コンセプト1 すべての人が暮らしやすい、 コンパクトで持続可能な都市構造を形成する

堺の個性を活かし、 都市としての 「存在感」 を高める

自由と自治の伝統を活かし、 公民協働による取組を進める

（1） めざすべき都市像

①活力あふれる都市

	● 個性や多様な魅力を活かした拠点が形成されている

	● 企業 ・ 人材が集積し、 新産業が生まれている

	● 関空からの近接性、 広域的なアクセス性を活かし、 人が集まり交流している

	● 政令指定都市として、 また南大阪都市圏の中心都市として、 圏域全体が発展している

②住みたい ・ 訪れたい ・ 働きたい魅力のある都市

	● 様々なライフスタイルが実現でき、 暮らしの質と居住魅力が向上している

	● 堺の有する歴史 ・ 文化のストーリーを活かし、 多彩な都市魅力を実感してもらえる

	● シビックプライドが醸成されている

	● 事業を継続しやすい環境整備、 新たな産業空間創出などにより、 企業に選ばれている

③持続可能な脱炭素都市

	● 自然とふれあい、 潤いとやすらぎが感じられる

	● 市民、 事業者等、 都市活動の主体が環境負荷の少ない取組を率先して実行している

④安全で安心して暮らせる都市

	● 災害への備えができ、 安全に安心して生活できている

	● 身近な危険に対する安全性が高く、 すべての人が不自由なく日常生活を送っている

	● 自助 ・ 共助 ・ 公助の役割分担と相互連携により、 ハード ・ ソフト両面から減災の視点に

立った取組が進んでいる

（2） めざすべき都市構造

考え方1

	● 都心、 都市拠点 （臨海、 泉ヶ丘、 中百舌鳥、 美原）

本市やその周辺都市に及ぶ圏域の中で、 広域的な役割を担う拠点や産業機能の強化

を図る拠点

	● 地域拠点 （深井、 北野田、 鳳、 新金岡）

商業、 医療、 行政、 文化等の日常生活に関連する諸機能が集積し、 地域から人が集ま

る拠点

	● 駅前拠点 （その他鉄道駅）

市民生活に密着した日常的な生活拠点

階層性をもった拠点の形成

コンセプト2

コンセプト3
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	● 拠点間や周辺都市を結ぶ公共交通ネットワークの形成や地域内公共交通の充実に取り

組む。 あわせて、 道路ネットワークを強化する。

拠点を結ぶ交通ネットワークの形成考え方2

	● 人口減少を見据えて、 市街地類型ごとにめざすべき姿を設定し、 都心をはじめ高い利

便性を維持 ・ 強化する地域や、 ゆとりと潤いのある暮らしをめざす地域など、 特色を

活かした市街地環境を誘導する。

特色を活かした市街地環境の誘導考え方3

• •

• • • •

七道七道

浅香山浅香山

浅香浅香
北花田北花田

堺市堺市

三国ヶ丘三国ヶ丘

湊湊

百舌
鳥八幡
百舌
鳥八幡百舌鳥百舌鳥

上野芝上野芝

津久野津久野

石津川石津川

諏訪ノ森諏訪ノ森

浜寺公園浜寺公園

白鷺白鷺

初芝初芝

萩原天神萩原天神

栂・美木多栂・美木多

光明池光明池

新金岡

深井
鳳

北野田

中百舌鳥
都市拠点

美原
都市拠点

臨海
都市拠点

泉ヶ丘
都市拠点

都心

大阪市内・新大阪駅・神戸

奈良・中部地方

関西国際空港・和歌山
南河内

泉州 南部丘陵地

丘陵市街地

田園集落地

近郊市街地

郊外市街地

臨海部

都心・周辺
市街地

都心

都市拠点

地域拠点

駅前拠点

都心・周辺市街地

近郊市街地

丘陵市街地

郊外市街地

田園集落地

南部丘陵地

臨海部

都市構造図

　　　　　　　　　資料 ： 堺市都市計画マスタープラン
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3. 課題と対応の方向性

 　本市の都市の現状に加え、 都市計画マスタープランにおける都市の将来像なども踏ま

え、 課題を整理し、 対応の方向性を示します。

①拠点の魅力向上

	● 本市では拠点への都市機能の集積が一定進んでいますが、 大阪都市圏の政令指定都市

として、 さらなる都市機能の集積や賑わいの創出が必要です。

	● 活力あふれる都市の実現に向けて、 都心や都市拠点を中心に存在感のある魅力的な拠

点形成が必要です。

②若年 ・ 子育て世代の定着

	● 今後、人口減少、高齢化が進み、将来人口推計においては、高齢化率は 2020 （令和 2）

年の約 29% から 2040 年には約 34% にまで増加するのに対し、 64 歳以下の生産

年齢人口や 14 歳以下の年少人口の割合は低下する見込みです。

	● ここ数年の転出転入の状況を見ると生産年齢人口や年少人口にあたる世代で転出超過

数が大きくなる傾向です。

	● 市内に広く分布する商業施設、 市街地を広くカバーする公共交通など、 利便性の高さ

に加え、 居住地としての魅力を高めることで、 若年 ・ 子育て世代が住み続けたくなる都

市にする必要があります。

③拠点周辺や公共交通沿線での人口密度の維持

	● 人口は 2020 （令和 2） 年の約 82.6 万人から 2040 年には約 73.4 万人に減少す

る見込みであり、今後人口減少が進むことが予測されています。 特に、都心や泉北ニュー

タウンの駅周辺など、 利便性の高い地域で人口減少が進む見込みです。

	● また、 公共交通の利用者数は横ばいで推移しており、 直近では新型コロウイルス感染症

の影響やライフスタイルの多様化等により公共交通をとりまく環境は大きく変化してい

ます。

	● 本市の利便性を支える拠点周辺の生活利便機能や公共交通サービスを維持するため、

拠点やその周辺へアクセスがしやすい公共交通沿線での人口密度の維持が必要です。

④災害リスクへの対応

	● 市街地には臨海部や大和川沿川など洪水や高潮といった災害リスクの高い地域が存在

します。

	● 気候変動に伴い近年頻発する豪雨災害なども踏まえ、 ハード、 ソフト両面から災害に強

い安全 ・ 安心な都市形成を進めることが必要です。

⑤公共投資の選択と集中

	● 市独自サービスの拡充や社会保障関係費の増加などにより収支不足が常態化し、 非常

に厳しい財政状況です。

	● 都市の魅力や活力を高める都市基盤整備など将来の税源涵養に結び付く事業や、 イン

フラの整備 ・ 改修など安全 ・ 安心の確保に資する事業へ投資の重点化を図ることが必

要となります。
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（1） 立地適正化計画の方針 （ターゲット）

都市の 「存在感」 を高める都市の 「存在感」 を高める

	● 本市には、 厚みのある歴史 ・ 文化や、 高い技術力を有する産業集積、 多様な知的資

源を有する大学など、 本市ならではの強みがあります。

	● 定住人口、 交流人口や企業などの呼び込みに向けて、 それらの強みを活かし、 大阪都

市圏の一都市というイメージを払拭し、 南大阪都市圏の中心都市として、 都市の 「存

在感」 を高めます。

都市の 「都市の 「暮らしの魅力暮らしの魅力」 を高める」 を高める

	● 本市は豊かな歴史 ・ 文化資源や水辺のある都市空間を有する都心、 計画的に整備が

進められてきたニュータウンなど、 多様な市街地が広がっています。

	● 多様な特性の市街地環境を踏まえた、 住環境の向上や地域に対する愛着の醸成など

「QOL （生活の質）」 を高め、 堺に住みたい ・ 住み続けたいと積極的に選んでもらえ

るよう都市の 「暮らしの魅力」 を高めます。

「「安全で利便性の高い暮らし安全で利便性の高い暮らし」 を」 を維持する維持する

	● 災害からの安全性の確保により、 安全 ・ 安心な都市形成を進めます。

	● 拠点への都市機能集約に加え、 公共交通 ・ 道路などの交通ネットワークの機能強化や

維持確保を図ります。

立地適正化計画における基本的な方針

 　立地適正化計画における基本的な方針は、 本計画において示す課題や、 都市計画マス

タープランにおける都市の将来像を踏まえ設定します。
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（2） 誘導方針 （ストーリー）

誘導方針

1

堺の個性を活かした魅力と賑わいのある拠点形成

	● 本市固有の歴史 ・ 文化や南大阪の中心都市としての賑わい ・ 利便性などを活

かした、 堺ならではの拠点形成により、 都市の存在感向上を図ります。

誘導方針

2

地域特性に応じた暮らしの魅力向上による居住誘導

	● 市街地の特徴に応じて、 多様なライフスタイルに対応できる都市機能の充実

や公民連携による暮らしやすい地域の実現など、 居住地としての魅力を向

上させることにより、 人口の定着や居住誘導を図ります。

誘導方針

3

拠点へアクセスしやすい環境の形成

	● 人口減少下においても持続可能な都市構造の形成に向け、 拠点への移動の

しやすさを確保するため、 公共交通ネットワークの機能強化や維持確保、 そ

れを支える都市計画道路の整備や道路ネットワークの維持充実を図ります。

誘導方針

4

安全な暮らしを維持する市街地の形成

	● 安全な暮らしを維持するため、 災害リスクを考慮した居住の誘導、 地域の防

災力や市街地の防災性の向上を進めます。





31

第 4 章第 4 章

居住誘導区域

1.居住の誘導に関する基本的な考え方

2.居住誘導区域の設定方針

3.居住誘導区域の設定

4.居住誘導区域
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1. 居住の誘導に関する基本的な考え方

（1） 本市の都市構造と市街地環境

本市ではこれまで、 市域の拡大や急激な人口増加に対応した市街地整備により、 多様

な特性を持つ市街地が形成されてきました。 現在は、 鉄道駅等を中心とする拠点を鉄軌

道網・道路網で結ぶ多軸多核型の都市構造を形成しており、大きく 7 つの地域（P.25「都

市構造図」 参照） に分類することができます。

都市計画マスタープランにおいては、 それらの地域の類型ごとにめざすべき姿を示し

ており、 高密で高い利便性を維持 ・ 強化する地域や、 ゆとりと潤いのある暮らしをめざ

す地域など、 特色を活かした市街地環境を誘導することとしています。

＜市街地の将来像を踏まえた暮らしの例＞

都心 ・ 周辺

市　 街　 地

本市の中心地とその周辺市街地から構成される地域であり、 堺駅から

堺東駅にかけて商業 ・ 業務機能など様々な都市機能が集積する一方、

古墳や寺社仏閣など豊富な歴史文化が残る地域

例えば、こんな暮らし

＜都心＞

■ 中高層住宅に住み、 次世代型の公共交通等の多様なモビリティにより、 商業施設や医療施

設に出かけるなど、 身近な範囲で便利に過ごせる暮らし

■　歴史 ・ 文化を感じられる環濠エリアを散策したり、 居心地の良いウォーカブルな都市空間

で滞在 ・ 交流することができる暮らし

＜低層住宅地＞

■　落ち着いた良好な住環境を有する戸建て住宅地に住みながら、 多様なモビリティにより身

近な範囲で利便性の高い環境が享受できる暮らし

＜上記以外＞

■　都市型住宅地に住み、 公共交通等の多様なモビリティにより、 古墳や周辺の公園へでか

けたり、 都心へアクセスできる便利でゆとりと潤いのある暮らし

近 郊

市 街 地

浜寺や上野芝など戦前からの良好な低層住宅地や高度経済成長期以降

に鉄道、 幹線道路を中心として市街地が発展 ・ 拡大した地域

例えば、こんな暮らし

■ 駅近くの中高層住宅に住み、 主に徒歩 ・ 自転車で商業、 医療などの日常利便施設が利用

でき、 公共交通も身近に利用できる利便性の高い暮らし

■　落ち着いた良好な住環境を有する戸建て住宅地に住み、 近くの公園を憩いの場としなが

ら、 公共交通等の多様なモビリティにより拠点へでかけることができる、 便利でゆとりの

ある暮らし
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郊 外

市 街 地

美原都市拠点や北野田を中心とした市街地、 木材団地等の内陸型産業

の集積がある一方、 現在も多くの田園地帯が残された地域

例えば、こんな暮らし

■ 戸建住宅と農地や緑地が共存するエリアに住みながら、 住まいの近くで働くことができ、

公共交通や自動車等の利用により拠点にも気軽にでかけることができる、 便利で潤いの

ある暮らし

■　落ち着いた良好な住環境を有する戸建て住宅地に住み、 近くの公園を憩いの場としなが

ら、 公共交通や自動車等の利用により拠点へでかけることができる、 ゆとりのある暮らし

■　住まいの近くに農地があり、 日常的に農や水、 みどりを感じ触れられる暮らし

丘 陵

市 街 地

田園空間との調和を図りながら、 泉北ニュータウンとして計画的に整備

された市街地がひろがる地域

例えば、こんな暮らし

■ 中高層住宅等に住み、 主に徒歩 ・ 自転車等で緑道を通って拠点周辺に集積する商業、 医

療などの施設に出かけ、 住まいの近くで働くなど、 緑空間と都市機能が融合した新しいラ

イフスタイルを実現でき、 公共交通を身近に利用できる暮らし

■　緑あふれる落ち着いた良好な住環境を有する戸建て住宅地に住みながら、 多様なモビリ

ティにより拠点や市街地の周辺にある公園にも気軽にでかけることができる、 潤いとゆと

りのある暮らし

田 園

集 落 地

丘陵地の裾野に広がる農地やため池などの自然と古くからの集落が共

存する地域

例えば、こんな暮らし

■ 農地、 河川、 ため池などと古くからの集落が共存し、 公共交通や自動車等の利用により

周辺市街地の拠点へでかけるゆとりと潤いのある暮らし

南 部

丘 陵 地
豊かな自然環境を有する丘陵地

例えば、こんなイメージ

■ 良好な里山環境において緑豊かな自然と農業に触れ、 親しめるエリア

臨 海 部 工業を主とする産業集積がある一方、 貴重な海辺空間を有する地域

例えば、こんなイメージ

■ 海と触れ合え、 多様なアクティビティが楽しめるエリア
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	▶ 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域

	▶ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、

都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域

	▶ 合併前の旧町村の中心部等、 都市機能や居住が一定程度集積している区域

（2） 居住誘導区域設定の考え方

居住誘導区域は、 人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持するこ

とにより、 生活利便性やコミュニティが持続的に確保されるよう、 居住を誘導すべき区

域です。

都市計画運用指針 （第 12 版　国土交通省） では、 居住誘導区域を定めることが考え

られる区域として以下の考え方が示されています。

　　　　　　　　　資料 ： 第 12 版 都市計画運用指針 （国土交通省）

本市の市街化区域内は人口密度が高く、 日常生活において身近な場所に必要な都市

機能が広く立地しています。 居住誘導区域の設定にあたっては、 現在の都市構造や多様

な特性を持つ市街地環境を基礎としながら、 人口が集積し利便性の高い市街地を形成し

ている市街化区域を基本に居住を誘導すべき区域を抽出します。

以上の考え方や本計画における基本的な方針を踏まえて、 本市における居住誘導区域

の設定方針として整理します。
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2. 居住誘導区域の設定方針

①市街地の特性を踏まえた居住誘導

	● 市街化区域を基本に居住誘導を図ります。

	● 都心、 その他市街地内の主要な駅周辺については 「都市型居住促進ゾーン」 とし、 利

便性の高い立地条件を活かしながら都市型住宅等を誘導します。

	● 低層住居専用地域は 「ゆとり住環境保全ゾーン」 とし、 戸建てを中心とした低層住宅

地として良好で落ち着いた居住環境を保全します。

	● それ以外の地域については 「周辺市街地ゾーン」 とし、 多様な市街地の特性にあわせ

て居住の誘導を図ります。

②拠点へのアクセス性が高いエリアへの居住誘導

	● 本市は駅周辺等の各拠点に一定の都市機能が集積しており、 拠点を中心にバスや乗合

タクシーなどの地域の公共交通が市街地を広くカバーしています。

	● 利便性の高い暮らしを維持するため、 拠点の周辺や公共交通により各拠点にアクセス

しやすいエリアへの居住誘導を図ります。

③災害リスクや土地利用の状況を踏まえた居住誘導

	● 本市の市街化区域内には災害リスクのあるエリアや産業集積地が形成されているエリ

アなど、 居住の誘導に適していない区域があります。

	● 安全な暮らしを維持するため、 災害リスク等の状況を踏まえ、 居住を誘導することが

適当ではないと判断される区域については居住誘導区域に含まないこととします。

	● また、 現状で人口密度が低く、 産業系土地利用や緑地空間がまとまっているなど、 土

地利用の状況に応じて区域を設定します。
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3. 居住誘導区域の設定

（1） 居住誘導区域設定の流れ

居住誘導区域の設定方針を踏まえ、 以下のフローで居住誘導区域を設定します。

市
街
化
区
域

居
住
を
誘
導
す
べ
き
区
域
の
抽
出

居
住
誘
導
区
域
に
含
ま
な
い
区
域
の
抽
出

居住誘導区域

都市型居住促進ゾーン

都心、 その他市街地の

主要な駅周辺

ゆとり住環境保全ゾーン

低層住居専用地域

周辺市街地ゾーン

その他の市街地

（2） 居住を誘導すべき区域

拠点へのアクセス性に優れる、 鉄道駅から徒歩圏 （半径 800m 圏） の区域及び公共

交通沿線の徒歩圏 （阪堺線の停留場、 バス停、 乗合タクシー停留所から半径 300m 圏）

の区域や、 2045 年時点においても人口密度が一定維持される見込みの区域を基本と

して、 都市計画マスタープランに位置づけた拠点の役割や今後の施策の方向性などを踏

まえ、 居住を誘導すべき区域とします。
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（3） 居住誘導区域に含まない区域

都市再生特別措置法や都市計画運用指針 （第 12 版　国土交通省） において災害リス

ク等を踏まえた居住誘導区域の設定に対する方向性が示されています。

居住を誘導すべき区域において住宅の建築に制限のあるエリアや、 災害リスクの高い

エリアについては、 その方向性を踏まえ居住誘導区域に含まないエリアとします。

ただし、 洪水等により浸水が想定される区域は広範囲に及び、 本市の都心も含む既成

市街地が形成されていることから、 防災指針に示す取組を行うことで居住誘導区域に含

めることとします。

都市再生特別措置法や都市計画運用指針 本市における居住誘導区域

居住誘導区域に

含まない区域

土砂災害特別警戒区域 含まない

急傾斜地崩壊危険区域 含まない

災害危険区域 含まない

保安林の区域 含まない

居住を誘導すること

が適当でないと判断

される場合は原則と

して居住誘導区域に

含まない区域

土砂災害警戒区域 含まない

浸水想定区域 （洪水、 高潮）
防災指針に示す取組を行い

居住誘導区域に含める

津波浸水想定における浸水の区域
防災指針に示す取組を行い

居住誘導区域に含める

慎重に判断を行う

ことが望ましい区域

工業専用地域 含まない

地区計画のうち、 条例により住宅

の建築が制限されている区域
居住誘導区域に含める※

※ 新金岡地区地区計画（商業系複合地区）

また、 一定のまとまりのある緑地等や現在の土地利用の状況から産業集積地として機

能の維持 ・ 充実を図るエリアなど、 居住の誘導に適さない区域は居住誘導区域に含まな

いこととします。

本市における居住誘導区域

仁徳天皇陵古墳 ・ 浜寺公園 ・ 大泉緑地 含まない

産業集積地 （中央環状線沿道エリア、 木材団地エリア） 含まない
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居住を誘導すべき区域と居住誘導区域に含まない区域を踏まえ、 居住誘導区域を設定

します。

なお、 区域区分の見直しの状況等を踏まえ、 必要に応じて居住誘導区域の見直しを行

います。

居住誘導区域

※土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域、 急傾斜地崩壊危険区域、 災害危険区域、 保安林を含む区域は居住誘導区

域から除く。

周辺市街地ゾーン都市型居住促進ゾーン

都心や主要な駅周辺など、 利便性の高い

立地条件を活かしながら都市型住宅等を

誘導する地域です。

低層住宅地として良好で落ち着いた居住

環境を保全する地域です。

多様な市街地の特性にあわせて居住を誘

導する地域です。

ゆとり住環境保全ゾーン
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都市機能誘導区域

1.都市機能の誘導に関する基本的な考え方

2.誘導施設及び都市機能誘導区域の設定方針

3.都市機能を集積する拠点

4.誘導施設及び都市機能誘導区域
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1. 都市機能の誘導に関する基本的な考え方

（1） 駅周辺等への都市機能の誘導

本市の駅周辺には、 日常生活を支えている身近な施設から圏域が生活圏を越えた広範

な地域に及ぶ施設まで、 様々な利用圏域をもつ都市機能が集積されています。

生活に身近な施設には、 医療 ・ 子育て ・ 福祉 ・ 日々の買い物などの機能があり、 日々

の生活において、 住まいの身近な場所に欠かすことができません。 また、 新型コロナウ

イルス感染拡大を契機として、 多様な働き方 ・ 暮らし方を支える新たな機能の導入が求

められています。 それらの施設は、 一定の生活圏が形成されている駅周辺や泉北ニュー

タウンの近隣センター等、 より自宅に近い場所において立地が望まれる施設であり、 利

用実態も踏まえて維持 ・ 充実を図ることが必要です。

利用圏域が広い施設には、 市役所、 図書館等の公共施設、 高度医療を提供する病院、

大規模小売店舗など様々な機能をもつ施設があり、 個性や魅力を活かした拠点を形成す

るうえで核となる施設です。 それらの施設は、 本市の中心拠点である都心、 広域的な役

割を担う拠点や地域の中心的拠点である都市拠点、 地域拠点を中心に誘導を図ることと

します。

都心

都市拠点

地域拠点

駅前拠点

地域拠点

駅前拠点

駅前拠点

駅前拠点

駅前拠点

近隣センター

利用圏域が広い都市機能

生活に身近な機能

	▶ 行政機能

	▶ 高度な医療を提供する医療機能

	▶ 総合的な保健サービスを提供する機能

	▶ 広域から集客する商業機能                                                             　　　　　 等

利用圏域が広い都市機能

	▶ 日常的に利用する商業機能

	▶ 病気、 健康に関する様々な相談が気軽にできる医療機能

	▶ 様々な家庭の子育て、 介護などを支える高齢者福祉 ・ 障害者福祉 ・ 子育て支援機能

	▶ シェアオフィスやコワーキングスペースなど住まいの近くでの就労を支援する機能

	▶ 様々な活動が展開され、 多世代 ・ 多文化の交流の促進につながる機能　　　　 　　　等

生活に身近な機能
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（2） 拠点周辺へ誘導すべき都市機能

都市計画マスタープランでは、 拠点ごとの圏域による階層性を踏まえ、 各拠点の特徴

や都市機能の集積状況、 必要とされる機能を意識してそれぞれの個性や魅力を活かした

拠点を形成することとしています。

都市計画マスタープランにおけるめざすべき都市構造を踏まえ、 各拠点の位置づけに

応じて必要となる都市機能とそれに対応した施設を以下に整理します。

拠点 誘導すべき都市機能 誘導すべき施設

都心

	▶広域から人を集め、 多様な交流を創出す

る都市機能、 ウォーカブルな都市空間の

形成

商業施設／業務施設／文化施設／

交流施設／行政施設

	▶都心居住を促進する多様な都市機能
生活を支える医療 ・ 高齢者福祉 ・

障害者福祉 ・ 子育て支援 ・ 商業施設

都

市

拠

点

泉

ヶ

丘

	▶幅広い世代の人で賑わい、 交流する機能 商業施設／文化施設／交流施設

	▶市民の健康な暮らしを支える多様な健

康 ・ 医療 ・ 学術機能
医療施設

	▶健康 ・ 医療に関する産業系機能 業務施設

中

百

舌

鳥

	▶人が賑わい、 交流しながら最先端テクノ

ロジーとビジネスを創造する機能やそれ

らを支える商業機能

産業支援施設／商業施設

	▶職住近接型の業務機能 業務施設

美

原

	▶地域の市民生活を支える都市機能

生活に関連の深い医療・高齢者福祉・

障害者福祉 ・ 子育て支援 ・ 文化 ・

行政施設

	▶集客力があり賑わいを創出する機能 商業施設

	▶広域アクセス性を活かした産業系機能 生産施設／物流施設

地域拠点

	▶地域の市民生活を支える都市機能

生活に関連の深い医療・高齢者福祉・

障害者福祉 ・ 子育て支援 ・ 文化 ・

行政施設

	▶集客力があり賑わいを創出する機能 商業施設

駅前拠点 	▶生活に身近な都市機能
生活を支える医療 ・ 高齢者福祉 ・

障害者福祉 ・ 子育て支援 ・ 商業施設

※臨海都市拠点は、 用途地域が工業専用地域であり、 居住誘導区域外のため、 誘導すべき都市機能の整理は行いません。
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（3） 拠点周辺の都市機能の現在の充足状況

誘導施設として想定される機能の拠点周辺 （鉄道駅及び美原区役所から概ね 800m

圏） における立地状況は、 以下のとおりです。

比較的規模が大きく、 利用圏域が広い施設は 「都心」 「都市拠点」 「地域拠点」 を中

心に立地し、 診療所、 介護施設、 障害者福祉施設、 こども園等の子育て支援施設、 食品

スーパーなどの日々の生活に身近な施設は、 市域に広く分散して立地しています。

凡例　　　○ ： 立地している　　　－ ： 立地していない　　　　○に数字 ： 一部の拠点で立地している　

　　　　 　 □ ： 拠点と同数または拠点より件数が多い　　　　△ ： 拠点より件数が少ない

都市機能 都
心

都市拠点 地域拠点
駅
前
拠
点

拠
点
以
外

泉
ヶ
丘

中
百
舌
鳥

美
原

深
井

北
野
田

鳳
新
金
岡

医療
病院 ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ ① □

診療所 （内科 ・ 外科） ○ ○ ○ ○ △

高齢者福祉

老人福祉センター － － － ○ － － ○ － ② △

地域包括支援センター － － － － － ○ － ○ ③ □

介護施設（通所型・訪問型・小規模多機能型） ○ ○ ○ ○ △

障害者福祉
障害者施設 （訪問系・日中活動系サービス） ○ ○ ○ ○ △

障害者施設 （訓練系 ・ 就労系サービス） ○ ○ ○ － ○ ④ △

子育て支援
保健センター ○ － － ○ ○ － ○ ○ ⑤ △

こども園 ・ 保育所 ・ 幼稚園 ・ 認可外保育施設 ○ ○ ○ ○ △

商業
大規模小売店舗 （店舗面積 1 万㎡以上） ○ ○ － ○ ○ ○ ⑥ △

食品スーパー ○ ○ ○ ○ △

歴史・文化・

交流

図書館等 － ○ － ○ ○ ⑦ △

博物館等 － － － － ○ － － － ⑧ △

文化観光施設 ○ － － － － － － － ⑨ －

ホール ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － ⑩ －

会館 ○ ○ － － － － － ○ ⑪ □

健康増進 体育館 ・ プール等 ○ － － ○ － － － ○ ⑫ □

行政 市役所 ・ 区役所等 ○ － － ○ ○ － ○ ○ ⑬                    －

産業
ホール機能やインキュベーション機能を備え
た産業支援施設

－ － ○ － － － －

①浅香山駅、 三国ヶ丘駅、 百舌鳥八幡駅、 白鷺駅、 栂 ・ 美木多駅、 光明池駅、 堺市駅、 上野芝駅、 津久野駅、 北花田駅　

②萩原天神駅、 浅香駅　③七道駅、 石津川駅、 諏訪ノ森駅、 浅香山駅、 栂・美木多駅、 津久野駅、 北花田駅　④七道駅、 湊駅、

石津川駅、 諏訪ノ森駅、 浅香山駅、 三国ヶ丘駅、 百舌鳥八幡駅、 白鷺駅、 初芝駅、 萩原天神駅、 栂 ・ 美木多駅、 浅香駅、

堺市駅、 百舌鳥駅、 上野芝駅、 津久野駅、 北花田駅　⑤萩原天神駅、 栂・美木多駅　⑥七道駅、 白鷺駅、 光明池駅、 堺市駅、

津久野駅、 北花田駅　⑦七道駅、 初芝駅、 栂 ・ 美木多駅、 光明池駅、 堺市駅　⑧百舌鳥駅　⑨七道駅、 浅香山駅、 堺市駅　

⑩栂 ・ 美木多駅　⑪七道駅、 堺市駅　⑫浜寺公園駅、 初芝駅、 栂 ・ 美木多駅、 光明池駅、 津久野駅 ⑬三国ヶ丘駅、 萩原天

神駅、 栂 ・ 美木多駅

以上の考え方やめざすべき都市構造における拠点の役割や特徴、 都市機能の施設特

性や現在の立地状況を踏まえて、 本市における誘導施設及び都市機能誘導区域の設定

方針として整理します。
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

2. 誘導施設及び都市機能誘導区域の設定方針

（1） 誘導施設設定及び都市機能誘導区域設定の考え方

誘導施設は、 都市の居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設で、 都市機能誘

導区域ごとにその区域の特性等に応じて誘導すべき施設を位置づけたものです。

都市計画運用指針 （第 12 版　国土交通省） では、 誘導施設の設定について以下の考

え方が示されています。

誘導施設は、 居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、

	▶ 病院 ・ 診療所等の医療施設、 老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、 小規模多機能型居宅介

護事業所、 地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設

	▶ 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、 

小学校等の教育施設

	▶ 集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、 博物館等の文化施設や、 スーパーマーケット等の商 

業施設

	▶ 行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設

などを定めることが考えられる。

資料 ： 第 12 版 都市計画運用指針 （国土交通省）

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に設定するものであり、医療・福祉・子育て支援・

商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、 これら各

種サービスの効率的な提供を図る区域です。

都市計画運用指針 （第 12 版　国土交通省） では、 都市機能誘導区域の設定について

以下の考え方が示されています。

都市機能誘導区域は、 例えば、 都市全体を見渡し、 鉄道駅に近い業務、 商業などが集積する地域等、

都市機能が一定程度充足している区域や、 周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、

都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。

また、 都市機能誘導区域の規模は、 一定程度の都市機能が充実している範囲で、 かつ、 徒歩や自転

車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。

資料 ： 第 12 版 都市計画運用指針 （国土交通省）

また、 本計画における都市機能の誘導とは以下のことを指します。

駅

駅

駅

駅

駅

立地している
施設を維持する

立地している施設と同じ機能を持つ
施設を増やす

施設の転出を抑制しつつ
機能強化

立地していない新たな機能を持つ
施設の立地を誘導する

将来的な転出を抑制 区域への移転・集約、
新たな機能導入

駅



44

第
５
章

①利用圏域が広い都市機能の誘導

（2） 誘導施設の設定方針

都市計画マスタープランにおける拠点形成の方向性を見据えた都市機能のうち、 現状

の施設の立地状況を踏まえ、 主に利用圏域が広い都市機能を備えた施設について、 拠点

周辺での維持 ・ 充実を図るため誘導施設として設定します。

＜利用圏域が広い都市機能＞

医療 ： 高度な医療を提供する病院

商業 ： 商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

歴史・文化・交流 ： ホール、 図書館等の文化施設

行政 ： 市役所 ・ 区役所

子育て支援 ： 保健センター

産業 ： ホール機能やインキュベーション機能を備えた産業支援施設

② 「立地適正化計画制度に基づく誘導施設」 と 「立地が望ましい施設」 を設定

誘導施設のうち、 都市機能誘導区域のみに誘導をめざす 「立地適正化計画制度に基

づく誘導施設」 と、 拠点以外での立地も許容しつつ拠点での維持もしくは充実をめざす

「立地が望ましい施設」 に分類し位置づけを行います。

また、 生活に身近な施設や、 立地適正化計画制度において誘導施設として想定されな

い業務施設等について、 拠点周辺に立地することで都市計画マスタープランで方向づけ

た拠点形成の実現につながることから 「立地が望ましい施設」 として位置づけます。

機能 施設

立地適正化
計画制度に

基づく
誘導施設

医療
○医療施設 （特定機能病院） 医療法第 4 条の 2 に規定する特定機能病院

○医療施設 （三次救急医療機関） 大阪府保健医療計画における三次救急医療機関

子育て
支援

○子育て支援施設 （保健センター）
堺市保健所及び保健センター条例第 3 条第 1 項に
規定する施設

歴史 ・
文化 ・
交流

○文化施設 （芸術文化ホール） 堺市民芸術文化ホール条例第 1条に規定するホール

○文化施設 （文化会館）
堺市立文化会館条例第 1 条に規定する文化会館  
堺市教育文化センター条例第 4 条第 1 項第 1 号に
規定する施設

○文化施設 （図書館）
図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館 （南図書
館分館以外の分館を除く）

行政
○行政施設 （市役所） 本市の市役所庁舎

○行政施設 （区役所） 本市の区役所庁舎

産業

○産業支援施設
　　（ホール機能を備えたもの）

産業支援機関でありホール機能 （客席数 800 席以
上） を備えたもの

○産業支援施設
　　（インキュベーション施設）

新事業創出促進法に基づく新事業創出支援施設

立地が
望ましい

施設

商業 ○商業施設

業務 ○業務施設　○生産施設　○物流施設

文化 ・
交流

○文化施設 （図書館機能を備えたもの）

○公共的空間 （憩い ・ 賑わい ・ 交流の創出に寄与するもの）

○生活に身近な施設
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

①都市機能誘導区域を設定すべき拠点

（3） 都市機能誘導区域の設定方針

都市計画マスタープランにおいて、 広域的な都市機能の集積を図る方向性を示してい

る都心、 都市拠点、 地域拠点において、 都市機能誘導区域を設定します。 また、 駅前拠

点において、 「立地適正化計画制度に基づく誘導施設」 が立地している拠点に都市機能

誘導区域を設定します。

なお、 臨海都市拠点は、 用途地域が工業専用地域であり、 居住誘導区域外のため、

都市機能誘導区域の設定は行いません。

②都市機能誘導区域の規模

都市機能誘導区域の範囲は、 拠点にある鉄道駅や区役所から徒歩や自転車等により容

易に移動できる範囲 （概ね 800 ｍ圏） で商業系用途地域を基本としつつ、 「立地適正

化計画制度に基づく誘導施設」 が立地している、 もしくは立地が予定されている場合は、

その施設を含む範囲で設定します。 　

また、 「立地が望ましい施設」 を位置づける区域の範囲は、 鉄道駅等を中心とした概

ね 800 ｍ圏で法令等により当該施設が立地可能な区域とします。

都心については、 都市機能の集積状況を踏まえて、 商業地域に都市機能誘導区域を

設定します。 また、 都市計画マスタープランに示された都心の範囲を 「立地が望ましい

施設」 を位置づける区域に設定します。

拠点周辺へ誘導すべき都市機能

施設の特性

利用圏域が広い都市機能を備えた施設 市内に分散して立地して
いる生活に身近な施設

業務機能
等

施設の立地状況

立地が望ましい施設を位置づける範囲

駅

都市機能誘導区域

概
ね
800ｍ

「立地適正化計画制度に基づく誘導施設」
　都市機能誘導区域のみに誘導をめざす施設

「立地が望ましい施設」
　拠点以外での立地も許容しつつ、

拠点での維持もしくは充実をめざす施設

なお、 都市計画マスタープランの見直しや、 用途地域等の見直しがある場合は、 必要

に応じて誘導施設や都市機能誘導区域の見直しを行います。
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3. 都市機能を集積する拠点

都市機能の誘導に関する基本的な考え方、 誘導施設及び都市機能誘導区域の設定方

針を踏まえて、 都市機能の集積を図る拠点を以下のとおり設定します。

また、 誘導施設を設定する拠点と都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等

を次頁 「4. 誘導施設及び都市機能誘導区域」 に示します。

栂・美木多栂・美木多

光明池光明池

萩原天神萩原天神

初芝初芝

白鷺白鷺

北花田北花田
浅香浅香

堺市堺市

三国ヶ丘三国ヶ丘

百舌鳥百舌鳥

上野芝上野芝

津久野津久野浜寺公園浜寺公園

諏訪ノ森諏訪ノ森

石津川石津川

湊湊

七道七道
浅香山浅香山

百舌鳥
八幡
百舌鳥
八幡

新金岡

深井
鳳

北野田

泉ケ丘

中百舌鳥

美原

都心

0 1 2 3 4 5
km

市街化区域

居住誘導区域

誘導施設を設定する拠点

生活に身近な機能の集積を図る拠点

都市機能を集積する拠点
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

4. 誘導施設及び都市機能誘導区域

（1） 都心

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター） ○文化施設 （芸術文化ホール）

○行政施設 （市役所）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○商業 ・ 業務施設 （低層部に交流 ・ 滞在空間を備えたもの）

○文化施設 （図書館機能を備えたもの）

○公共的空間 （憩い ・ 賑わい ・ 交流の創出に寄与するもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

堺東駅から堺駅にかけての商業地域及び大道筋沿道の商業地域の下図の範囲とする。

●白線は立地が望ましい施設を位置づける区域とする

●都市機能が集積する堺東駅 ・ 堺駅周辺、 軸となる大小路筋 ・ 大道筋の
沿道、 堺旧港や環濠周辺の水辺空間など、 それぞれの市街地環境に応
じた機能誘導をめざす

堺東駅堺東駅

堺駅堺駅
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古くから海に開かれた堺は、 海を通じ世界へとつなが

る流通往来の拠点でした。 その中でも堺都心部は、 日本

最古の官道・竹内街道など主要な街道の結節点に位置し、

水陸交通の要となる交流の拠点として発展交流の拠点として発展しました。

現代においても、 様々な交流が生まれるポテンシャル

を有しており、 訪れる ・ 働く ・ 住む人など多様な人の交訪れる ・ 働く ・ 住む人など多様な人の交

流が堺都心部を活性化させる流が堺都心部を活性化させるという考えのもと、 市民 ・

事業者 ・ 行政等が力を合わせ取組を進めることが必要です。

堺都心部の未来に向けて、 類いまれな歴史文化や多様な都市機能等の地域資源を活

かし、 人を惹きつける魅力を高め、 人が出会い ・ 交流する場、 それらを結ぶ居心地が良人を惹きつける魅力を高め、 人が出会い ・ 交流する場、 それらを結ぶ居心地が良

く歩きたくなる人中心のウォーカブルな空間く歩きたくなる人中心のウォーカブルな空間を創出し、 魅力的な堺都心部をめざします。

＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶堺都心未来創造ビジョン （2023 年５月策定）

【堺都心部の未来に向けて】 多様な人が集い交流する魅力的な　“堺都心部” へ

●堺東、 堺駅 ・ 堺旧港、 環濠の 3 エリア固有の地域資源を

活かした来街者等を惹きつける場の創出

堺鉄炮鍛冶屋敷 旧堺燈台 堺伝匠館 フェニーチェ堺 さかい利晶の杜 阪堺線

【堺都心部の活性化に向けて】

［コンセプト］

多様な人が交流し、 企業が集まる、 堺の成長をけん引する魅力的な堺都心部

～新たな企業価値の創造と都市ブランドの確立～

[ 取組方針］

魅力を磨く～地域資源を活かして魅力を高める～

魅力を結ぶ～人 ・ 地域 ・ 資源 ・ 情報 ・ サービスをつなぐ～

● SMI （堺 ・ モビリティ ・ イノベーション） プロジェクト

●道路、 公園、 民間空地など、 地域の資源として存在する

公民の既存ストック （都市アセット） の活用によるウォー

カビリティの向上

●公共交通軸の強化や次世代モビリティ等の活用による、

便利、 快適かつ面的な移動環境の形成

魅力を育てる～公民連携によりエリア価値を向上させる～

●市民、 事業者、 行政など様々なプレイヤーによるビジョン

の共有
●公民の多様な主体による協働体制の構築と、 持続可能な

地域経営に向けた取組の推進

｜今後の取組の方向性｜

	▶瓦町公園周辺の更新

	▶堺旧港の賑わい創出　　

	▶環濠の水辺を活かした空間形成

	▶SMI プロジェクト

	▶駅街区の更新

	▶伝統産業や歴史文化を活かした来訪魅力
の創出　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

※パースは将来イメージであり、
確定したものではありません。

※枠内は参考掲載
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（2） 都市拠点

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○医療施設 （特定機能病院）

○文化施設 （図書館）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○業務施設 （次世代ヘルスケア関連の事業を行うもの）

○公共的空間 （憩い ・ 賑わい ・ 交流の創出に寄与するもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

泉ケ丘駅周辺の商業地域及び病院予定地 （第一種中高層住居専用地域） を含む下図

の範囲とする。

●円は泉ケ丘駅から概ね 800m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置
づける区域とする

①泉ヶ丘

泉ケ丘駅泉ケ丘駅
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ビッグバンは子どもと保護者で遊び

と学びを一緒に体験できる施設であ

り、 泉ヶ丘公園は駅からの徒歩圏内で

ありながら、 緑豊かな広大な空間が最

大の魅力である。

両者の強み等を一体的に活かすこ

とで、 泉ヶ丘エリアに 「新たな価値を

創造」 し、 「子育て ・ 子育ち、 宇宙技

術体験 ・ 発信、 SDGs ・ 歴史文化の

教育の拠点」 としてエリアを先導する

役割を担うことで、 子どもが未来への

希望を抱かせる運営をめざす。

＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶SENBOKU New Design （2021 年５月策定）

取組方針

≪泉ヶ丘駅前エリア≫≪泉ヶ丘駅前エリア≫

泉北ニュータウンの顔とし

て、 次世代ヘルスケア産業等

の誘致、 住宅 ・ 教育機関 ・ 公

園 ・ 児童施設 ・ 宿泊施設 ・ 商

業施設なども含めた多様な機

能の導入 ・ 集積により、 広域

的に人を惹き付ける魅力を創

出し、南大阪地域の未来をリー

ドする拠点をめざす。

また、 泉北ニュータウンな

らではライフスタイルの創造発

信や、 ICT などの先端技術を

活用した住民サービスの提供など、 積極的に公民が連携することで、 駅前の広場や公園、

道路などの公共空間の再編や利活用を進め、 グランドレベルでの人々の賑わいと回遊性

を創出する。

◯分野別の取組方針 分野 6 都市機能

１ 多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編

※枠内は参考掲載

10 年後のまちの姿と暮らす人の姿 （イメージ）
≪駅前及び周辺エリア≫

	▶ビックバン及び泉ヶ丘公園基本計画 （2022 年 3 月策定）

○ビッグバン ・ 泉ヶ丘公園一体運営の意義

｜今後の取組の方向性｜

	▶公的賃貸住宅の集約 ・ 建替えによる活用
地の活用

	▶駅前施設 （南北） の更新 ・ 再整備

	▶近畿大学医学部等と連携した先進医療の
活用や健康長寿の取組の促進

	▶堺市立ビッグバン及び泉ヶ丘公園の一体的
活用

	▶ICT などの先端技術を活用した市民サー
ビスの提供

	▶公共空間の再編や利活用による賑わいや
回遊性の創出　　　　　　　　　　　　　　　　　等



51

第
５
章

第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○産業支援施設 （ホール機能を備えたもの）

○産業支援施設 （インキュベーション施設）

立地が望ましい施設

○商業 ・ 業務施設 （賑わいと多様な交流を育む拠点を備えたもの）

○公共的空間 （憩い ・ 賑わい ・ 交流の創出に寄与するもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

中百舌鳥駅周辺の商業地域、 近隣商業地域及び準工業地域の下図の範囲とする。

●円は中百舌鳥駅から概ね 800m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位
置づける区域とする

②中百舌鳥

中百舌鳥駅中百舌鳥駅

なかもず駅なかもず駅
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NAKAMOZU イノベーションコア創出コンソーシアムでは、 イノベーション創出の重

要な拠点の一つで、 新事業創出 ・ 産業支援機関が集積し、 また低 ・ 未利用地の活用も

期待される 「北部エリア」 の土地活用について、 会員相互の意見交換を通じてその方

向性を検討し、 土地活用の一案として取りまとめた。

○拠点形成に向けた基本方針　「人を呼び込み」 「交流を生み出し」 「ビジネスを育てる」「人を呼び込み」 「交流を生み出し」 「ビジネスを育てる」

○土地活用に向けた基本戦略　～機能充実と回遊性の向上に向けたエリアリノベーション

＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶中百舌鳥駅前北側交通広場の再編について

（令和４年度第１回堺市都市計画審議会報告資料）

本市では、 中百舌鳥駅周辺の活力と多様な交

流を育むイノベーション創出拠点の形成をめざし

ており、 その実現に向け、 中百舌鳥駅周辺で進

める成長産業や新事業を生み出すイノベーション

創出の取組と相乗効果を発揮し、 都市拠点にふ

さわしい賑わいや活力を感じられる駅前空間の

創出や交通利便性の向上に取り組む。

また、 産学官連携の取組として、 大学 ・ 民間

事業者 ・ 産業支援機関 ・ 行政で令和３年２月に

「NAKAMOZU イノベーションコア創出コンソー

シアム」 を設立し、 中百舌鳥エリアの活性化を図

るため、 協力 ・ 連携し取り組んでいる。

○駅前広場再編の考え方

都市拠点にふさわしい賑わいや活力を感じら

れる駅前空間の創出に向けて、 駅が持つ　「交通

結節点機能」、 「都市の拠点機能」、 「玄関口とし

てのシンボル機能」 を強化するため、 駅前広場

を再編する。

※枠内は参考掲載

｜今後の取組の方向性｜

	▶中百舌鳥駅前北側交通広場の再編 	▶北部エリアの利活用の検討　　　　　　　等

利用者の利便性向上に資する

乗り継ぎ改善

公民連携による

賑わいや魅力の創出

居心地がよく歩きたくなる

ウォーカブルな駅前空間の形成

駅前広場の一部を土地利用転換することにより、 交通結節点の機能向上や民間

活力の活用、 回遊性の向上等につなげ、 賑わいと多様な交流を育む拠点の創出

や中百舌鳥周辺全体の価値の向上を図る。

	▶「北部エリア」 の土地活用の方向性について

（NAKAMOZU イノベーションコア創出コンソーシアム （２０２３年５月） 資料）

■既存施設を共有 ・ 有効活用し、 不足する機能については新たに設置

■効果的な施設配置や回遊性の向上等により、 エリア全体の一体感を創出

■必要機能とそれを補完 （機能面 ・ 収益面） する施設を組み合わせて設置

中百舌鳥駅周辺活性化基本方針 （2024 年 5 月策定）

上位計画で位置づけられた中百舌鳥イノベーション創出拠点を実現するため、 中百

舌鳥駅周辺エリアの活性化の方向を示し、 市民や事業者、 関係者等、 多様な主体と連

携して具体化するための指針としてとりまとめた。
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＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター） ○文化施設 （文化会館）

○文化施設 （図書館） ○行政施設 （区役所）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生産施設  　 　　　  ○物流施設  　 　 　  ○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

美原区役所周辺の近隣商業地域、準工業地域及び第一種住居地域の下図の範囲とする。

●円は美原区役所から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置
づける区域とする

③美原

美原区役所美原区役所
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（3） 地域拠点

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター） ○文化施設 （文化会館）

○文化施設 （図書館） ○行政施設 （区役所）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

深井駅周辺の商業地域、 近隣商業地域及び中文化会館等を含む下図の範囲とする。

●円は深井駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づ
ける区域とする

①深井

深井駅深井駅
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［整備方針］

●多様な世代が集い ・交流する中区の新たなシンボルエリア

●公園と商業 ・サービス ・居住など多様な機能が一体となった魅力と賑わいの創出

●市民から親しまれている公園の特色ある景観 （ツツジ ・サクラ等）の維持

●民間活力導入による魅力ある施設の持続可能な運営

●地域の安全安心を高める新たな防災拠点

○ 水賀池公園　整備イメージ

＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶深井駅周辺地域活性化事業基本構想 （2022 年 7 月策定）

地域資源の価値を最大限に引き出すために

知識 ・ 技術及び資本を結集させ、 長期的

視野と計画性を持って取り組み、 かつ最適

化を検討する。

◯基本的な考え方

基本理念 （３つの柱）

※枠内は参考掲載

深井駅周辺の市有地を利用転換し、 地域活性化の起爆剤とする

深井駅周辺地域の魅力向上と地域拠点機能の強化

	▶水賀池公園整備基本計画 （２０２２年１２月策定）

｜今後の取組の方向性｜

	▶水賀池公園の機能強化と土地利用転換　
（民間活力の導入） による利活用

	▶活用用地の土地利用についての検討

	▶ウォーカブルな駅周辺環境の形成　　　　等

地域資源の有効活用

QOL （クオリティオブライフ） の向上

生きがい、 心身の健康、 快適な住環境、 レ

クリエーション活動など、 さまざまな観点

から生活の質を向上させる。

新しい生活スタイルの提供

商業 ・ 医療 ・ 福祉 ・ 行政など、 日常生活

の核になり得る空間を創出する。

基本方針

［コンセプト］

多様な世代が集い、 多様な機能で輝く、 持続可能で緑あふれる賑わい空間

“ ここから、 深井にあらたな息吹　変わる第一歩 ”
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＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○文化施設 （文化会館）

○文化施設 （図書館）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

北野田駅周辺の商業地域及び近隣商業地域の下図の範囲とする。

●円は北野田駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づ
ける区域とする

②北野田

北野田駅北野田駅
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＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター） ○文化施設 （文化会館）

○文化施設 （図書館） ○行政施設 （区役所）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

鳳駅周辺の商業地域、 近隣商業地域及び西区役所を含む下図の範囲とする。

●円は鳳駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づける
区域とする

●当該区域の工業系用途地域においては、 地域特性に応じた住工の共存を
めざす

③鳳

鳳駅鳳駅
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＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター） ○文化施設 （図書館）

○行政施設 （区役所）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

新金岡駅周辺の近隣商業地域及び新金岡地区地区計画の区域を含む下図の範囲とする。

●円は新金岡駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づ
ける区域とする

④新金岡

新金岡駅新金岡駅
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＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶しんかなの住まいまちづくり （堺市域地域居住機能再生調整会議　２０１９年４月策定）

大阪府 ・ 堺市 ・ 大阪府住宅供給公社 ・ UR 都市機構で構成する堺市域地域居住機

能再生調整会議において策定。

○住まいまちづくりの基本方針

［コンセプト］

豊かな緑や利便性を活かし次代につなぐ、 魅力再生 ・ 創造の住まいまちづくり

■緑に恵まれた住環境と通勤利便性を活かした 「子育てしやすいまち」

● 子育て世帯向け住宅の供給などによる子育て環境の充実

● 環境に配慮した住宅の供給など循環型の住まい環境の醸成

● 住宅ストックの有効活用と団地建替の連鎖的な展開による

時代にマッチした住宅供給

■地域資源 ・ インフラを活かした 「定住魅力のあるまち」

● 駅周辺におけるまちなか居住の促進

● 公園 ・ 緑地の緑のネットワークを活かした魅力向上

● 高齢者、 障がい者等にやさしい誰もが安全安心に暮らせる

環境整備

■広域的なアクセス利便性を活かした 「賑わいと活力あるまち」

● 駅周辺の活性化

● 生活利便機能の拡充による魅力発信の拠点形成

● 幹線道路沿道の良好なまちなみ形成

	▶（仮称） 新金岡地区活性化推進プラン （策定中）

※枠内は参考掲載

｜今後の取組の方向性｜

	▶各活用地の活用方向性及び整備手法の検討 	▶新金岡駅周辺の再編検討　　　　　　　　等

公的賃貸住宅の集約建替で創出される活用地の活用方法など、 新金岡地区のポテン

シャルにふさわしい魅力や活力向上につながる取組及び本市の方向性を示す。
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（４） 駅前拠点

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター）

○行政施設 （区役所）

立地が望ましい施設

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

萩原天神駅周辺の近隣商業地域及び東区役所を含む下図の範囲とする。

●円は萩原天神駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位
置づける区域とする

①萩原天神駅

萩原天神駅萩原天神駅
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○医療施設 （三次救急医療機関）

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

津久野駅周辺の近隣商業地域及び堺市立総合医療センターを含む下図の範囲とする。

●円は津久野駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づ
ける区域とする

●当該区域の工業系用途地域においては、 地域特性に応じた住工の共存を
めざす

②津久野駅

津久野津久野駅駅
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＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶都市再開発の方針 （２０２２年８月変更）

○計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を

促進すべき相当規模の地区（２号地区）

● 地区名

津久野駅前周辺地区

● 地区面積

約１３ha

● 地区の再開発、 整備等の主たる目標

津久野駅周辺街区と一体となって駅前拠

点にふさわしい都市機能更新を図る。

● 用途、 密度に関する基本的方針、 その他

の土地利用計画の概要

商業 ・ 飲食 ・ サービス機能等の充実や都

市型住宅の立地促進を図り、 あわせて計

画的な土地の利用の共同化及び高度利

用を促進する。

● 建築物の更新の方針

商業 ・ 飲食 ・ サービス施設の充実を図る。

老朽化が進む建築物の更新を促進し、 都市型住宅や生活利便施設の充実を図る。

● 概ね 5 年以内に実施予定の主要な面的整備事業又は住宅整備事業の計画概要

市街地再開発事業

	▶（仮称） 津久野駅周辺再整備基本構想 （策定中）

UR 市街地住宅の更新や東西の往来環境改善等の公共施設に係る様々な課題を津

久野駅周辺の一体的な再整備により解決することをめざし、 公共施設の配置、 都市機

能更新に向けた施策など具体的な課題解決の方向性を示す。

※枠内は参考掲載

｜今後の取組の方向性｜

	▶津久野駅周辺の都市機能更新 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

2 号地区 （津久野駅前周辺地区） の区域
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

＜誘導施設＞

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○子育て支援施設 （保健センター） ○文化施設 （文化会館）

○文化施設 （図書館） ○行政施設 （区役所）

立地が望ましい施設

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

栂 ・ 美木多駅周辺の商業地域の下図の範囲とする。

●円は栂 ・ 美木多駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位
置づける区域とする

③栂 ・ 美木多駅

栂 ・ 美木多栂 ・ 美木多駅駅
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＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶SENBOKU New Design （2021 年５月策定）

○分野別の取組方針 分野 6 都市機能

１ 多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編

取組方針

≪栂 ・ 美木多駅前エリア≫
暮らしの魅力を広げる商業機能や生活支援機能、 パブリックスペースの充実に向

け、 2 つの大きな公園の間に位置する特長を活かし、 南北に抜ける緑道を軸として、

安全 ・ 快適な歩行空間の拡充や溜まり空間の創出など、 多様な世代が交流する賑わ

いのある空間をめざす。

	▶栂 ・ 美木多駅前活性化土地利用構想 （２０１６年９月策定）

○土地利用のコンセプトとまちづくりの方針

［コンセプト］

２つの大きな公園とその間に位置する駅を一

体の 「水 ・ 緑と賑わいエリア」 と位置づけ、 南

北に抜ける緑道を軸として、 多世代が交流し、

愉しく、 安全 ・ 安心に暮らしていけるまちを目

標に、 駅周辺の施設の機能更新 ・ 向上を行い、

栂地区をはじめ、 ニュータウン地域全体との連

携を深めることにより、 魅力あるまちをめざし

ていく。

［まちづくりの方針］

方針１　「水 ・ 緑と賑わいエリア」 を構成する西

原公園と原山公園を 『賑わい ・ 交流拠

点』 と位置づけ、 人の交流 ・ 参加を通

じて、 子どもから高齢者まで多様な世

代が暮らしを愉しめる場と仕掛けの創

出を図る

方針２　「水 ・ 緑と賑わいエリア」 の中心に位置

する地区センターでは、 施設更新等を

適切に誘導し、 暮らしの魅力を拡げる

商業機能や生活支援機能、 パブリック

スペースの充実を図る

方針３　駅と周辺住宅地を結ぶ緑道を 『賑わい・

交流軸』 と位置づけ、 歩行者等の安全・

快適な動線ネットワークを形成するとと

もに、 駅前地域の魅力向上を進める

※枠内は参考掲載

｜今後の取組の方向性｜

	▶駅前交通広場の再整備による安全性 ・ 利便
性の向上

	▶賑やかで親密感のある駅前空間の形成

	▶緑道を軸とした安全・快適な動線ネットワー
クの形成

	▶生活を支える機能の維持 ・ 誘導　　　　　　等

【取組状況】
○南北駅前広場再整備（2023 年 7 月一部供用開始）

・公共交通と一般車の分離による安全性・利便性の向上
・歩行者動線整備、パブリックスペースの充実

人や街がつながり、 暮らしを愉しめる水と緑のまち

～パークタウン　栂 ・ 美木多～

○原山公園再整備 （2020 年 9 月開設）

・ 屋外、屋内プール整備、緑道再整備、健康遊具の設置 等

○駅前施設の更新（2019年4月、2020年4月）

・ 民間施設の更新による商業機能の充実、 住宅供給
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

立地適正化計画制度に基づく誘導施設

○文化施設 （図書館）

立地が望ましい施設

○母子医療に関する機能を持つ施設※、 商業施設 （施設の床面積の合計が 1 万㎡

を超えるもの） ※

○生活に身近な施設

＜誘導施設＞

＜都市機能誘導区域＞

光明池駅周辺の商業地域及び南図書館美木多分館を含む下図の範囲とする

●円は光明池駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づ
ける区域とする

●和泉市の都市機能誘導区域は参考に概ねの位置を示したもの

④光明池駅

光明池光明池駅駅

和泉市都市機能誘導区域和泉市都市機能誘導区域

※和泉市域において都市機能誘導区域が設定されており、 これらの施設は誘導施設として設定され
ている。
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※枠内は参考掲載

｜今後の取組の方向性｜

	▶民間施設更新など商業機能の維持 ・ 向上を促進

	▶歩行者動線に面した商業機能による賑わいの創出

	▶土地の高度利用による若年層 ・ 子育て世代

を誘引する住宅の導入

	▶賑わいの拠点となる広場等の利活用の推進

	▶民間施設の更新と連動した公共施設の更新を検討

	▶スマートシティの推進に向け環境整備を検討

	▶市域を超え、 一体的な駅前地域としての情報発信

                                                            等

＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞

	▶SENBOKU New Design （2021 年５月策定）

○分野別の取組方針 分野 6 都市機能

１ 多様なライフスタイルに応じた駅前エリアの機能再編

取組方針

≪光明池駅前エリア≫
泉北ニュータウンにおいて比較的後半にまちびらきされた地区として、 今後の駅

前施設 （商業施設、 自転車駐輪場、 デッキなど） の更新を見据え、 公民が連携し、

駅前の道路、 広場などの公共空間の再編や利活用、 回遊性の向上により、 賑わい

のある駅前空間を創出する。

	▶光明池駅前地域活性化基本方針 （2023 年 6 月策定）

本駅前地域は、 商業機能をはじめとした施設の充実による生活利便性の高さや魅

力的な公園、 分譲マンションを中心に多くの住居が多く立地していることが強みであ

り、 本駅前地域の特長を活かし、 将来にわたって活気があり、 より豊かに暮らせる

駅前地域をめざす。

○将来像と基本方針

［将来像］
居心地のよい暮らしの拠点 ・ 光明池

［基本方針］

方針 1 商業機能の維持 ・ 向上、 居住機能の強化を促進

泉北ニュータウンの 3 駅の中で最も駅徒歩圏の人口が多く、 商業機

能をはじめとした施設の充実による生活利便性の高い本駅前地域の

強みをさらに伸ばし、 地域住民の暮らしの中心となる拠点性を強化

するため、 民間の多様な商業施設や住宅をさらに充実させ、 商業機

能の活性化や定住人口の増加による活気を創出することをめざす。

方針 2 民間活力導入と連動した効果的な公共施設の利活用を推進

本駅前地域の資源である南北を貫くペデストリアンデッキや広場と

いった公共空間、 図書館 ・ 体育館 ・ 公園などの公共施設、 優れた

道路基盤等を活かし、 民間活力の導入や民間施設の更新と連動した

公共施設や公共空間の更新、 高齢化などの地域課題に対応した新

たな移動手段の導入検討など、 公共施設の利活用を推進する。

方針 3　駅前地域全体の魅力向上と情報発信を推進

本駅前地域は堺市、和泉市にまたがっており、新檜尾公園、鴨谷公園、

光明池運転免許試験場、 大阪母子医療センター等は泉北ニュータウ

ン地域内だけでなく市内外からの利用がある。 ２市や民間事業者も

含めた本駅前地域全体での情報発信を推進し、 駅前地域の回遊を

つくり、 地域全体の魅力向上に繋げる。
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

＜誘導施設＞

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

都市機能誘導区域の設定なし。

●円は七道駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づけ
る区域とする　※都心における都市機能誘導区域及び立地が望ましい施
設を位置づける区域を除く （P.47 「（1） 都心」 参照）

●当該区域の工業系用途地域においては、 地域特性に応じた住工の共存を
めざす

⑤七道駅

七道七道駅駅
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＜誘導施設＞

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

都市機能誘導区域の設定なし。

●円は堺市駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づけ
る区域とする

⑥堺市駅

堺市堺市駅駅
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第 5 章 　誘導施設及び都市機能誘導区域

＜誘導施設＞

立地が望ましい施設

○商業施設 （隣接駅以遠からも来訪があるもの）

○生活に身近な施設

＜都市機能誘導区域＞

都市機能誘導区域の設定なし。

●円は北花田駅から概ね８００m の範囲とし、 立地が望ましい施設を位置づ
ける区域とする

⑦北花田駅

北花田駅北花田駅
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防災指針

1.防災指針とは

2.対象とする災害

3.災害リスクの整理

4.災害リスクの分析

5.課題の整理

６.防災指針における都市の将来像と取組方針

７.具体的な取組
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1. 防災指針とは

防災指針は、 都市再生特別措置法に基づき、 居住誘導区域にあっては住宅の、 都市

機能誘導区域にあっては誘導施設の立地を図るための、 都市の防災に関する機能の確保

に関する指針です。

近年、 激甚化 ・ 頻発化する自然災害に対しては、 地域の災害リスクを知り、 想定され

る災害に備えることが重要です。 本指針においては、 既成市街地の地理的状況も踏まえ、

居住誘導区域内の安全性を高めるため、 またその他の区域においても災害リスクをでき

るだけ回避・低減させる防災・減災策を実施することを目的に、堺市国土強靭化地域計画、

堺市地域防災計画や堺市津波避難計画との整合を図りつつ、 具体的な取組を位置づけま

す。

2. 対象とする災害

対象とする災害は以下とします。

水災害 （土砂災害、 洪水、 内水、 高潮、 津波）、 地震

＜水災害＞

各種法令等により災害リスクのある区域の指定や危険箇所等が示されており、 それら

の区域等をもとに災害リスクの高い地域と課題を整理します。

凡例  ○ ： 該当あり　－ ： 該当なし

災

害
区域指定等 根拠法 本市域内

本市の

市街化

区域内

本市の

居住誘導

区域内

土

砂

災

害

土砂災害特別警戒区域／

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関

する法律

○ ○ ー

土砂災害危険箇所 － ○ ○ ○

地すべり防止区域 地すべり等防止法 ー ー ー

急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律
○ ○ ー

災害危険区域 建築基準法 ○ ○ ー

砂防指定地 砂防法 ○ ー ー

洪

水
洪水浸水想定区域 水防法 ○ ○ ○

内

水
内水浸水想定区域 － ○ ○ ○

高

潮
高潮浸水想定区域 水防法 ○ ○ ○

津

波

津波災害警戒区域／

津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくりに関する　

法律

ー ー ー

津波浸水想定区域 ○ ○ ○
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第 6 章 　防災指針

＜地震＞

上町断層帯地震、 南海トラフ巨大地震における震度分布や液状化分布を公表していま

す。 また、 大地震等が発生した場合に被害が生ずる可能性のある大規模盛土は全国に数

多く存在すると推定されるため、 本市では大規模盛土造成地における変動予測調査等を

行っています。

3. 災害リスクの整理

防災上の課題を抽出するため、 災害リスク情報を整理し状況を把握します。

災害 整理項目

土砂災害

土砂災害特別警戒区域／土砂災害警戒区域／土砂災害危険箇所 （急傾斜地崩壊危険箇所、

地すべり危険箇所、 土石流危険渓流） ／急傾斜地崩壊危険区域／災害危険区域／砂防指

定地

洪水

洪水浸水想定区域 （想定最大規模、 家屋倒壊等氾濫想定区域）

洪水浸水想定区域 （200 年に一度の降雨想定）

洪水浸水継続時間

内水 内水浸水想定区域 （時間雨量約 93 ｍｍ）

高潮
高潮浸水想定区域

高潮浸水継続時間

津波 津波浸水想定区域

地震
震度分布図／液状化分布図

大規模盛土造成地の分布

災害リスク情報の整理項目



74

第
６
章

（１） 土砂災害

	● 土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の一部が市街化区域に含まれています。

また、 それらの区域の周辺に下図のとおり急傾斜地崩壊危険箇所や地すべり危険箇所

が想定されています。

資料 ： 堺市土砂災害 ・ 洪水ハザードマップ、 大阪府災害危険区域、 大阪府急傾斜地崩壊危険区域を基に作成

土砂災害警戒区域等の分布状況

※大阪府が調査した 「土砂災害危険箇所 （２００３ （平成１５） 年３月）」、 大阪府が 「土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律」 に基づき２０２１ （令和３） 年４月までに告示した土砂災害特別警戒区域 ・ 土砂災害警

戒区域、 大阪府が 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」 に基づき２０24 （令和 6） 年 10 月までに告示し

た急傾斜地崩壊危険区域、 大阪府が 「大阪府建築基準法施行条例」 に基づき２０24 （令和 6） 年 10 月までに指定した

災害危険区域、 建設省が 「砂防法」 に基づき１９７９ （昭和５４） 年４月までに告示した砂防指定地を記載
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（2） 洪水

	● 想定最大規模の降雨により浸水が想定される区域は大和川、 西除川、 東除川及び石

津川水系の沿川や沿岸部において広範囲にわたり、 想定される浸水の深さが３. ０ｍ

以上の区域が大和川沿川から堺東駅周辺まで広がっています。

洪水浸水想定区域 （想定最大規模）

※下記の降雨量が降った場合を想定した洪水浸水想定区域、 浸水した場合に想定される水深を記載

大和川 【２０１６ （平成２８） 年５月公表　国土交通省大和川河川事務所】 : １２時間総雨量３１６mm、 西除川・東除川 （平

尾小川含む） 【２０１９ （令和元） 年１１月公表　大阪府】 : ２４時間総雨量９０４. １mm、 １時間最大雨量１０２. ５mm、 石

津川水系 （石津川、 百済川、 百舌鳥川、 和田川、 陶器川、 甲斐田川、 妙見川） 【２０２０ （令和２） 年１１月公表　大阪府】 :

２４時間総雨量９３１. ４mm、 １時間最大雨量１０３. ７mm

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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	● ２００年に一度の大雨が降った場合、 下図のとおり大和川、 西除川、 東除川及び石津

川水系に浸水想定区域が広がっています。

	● 大和川においては沿川で浸水の深さが０．５m 以上の区域が広がっており、 堺区の一

部で３．０ｍ以上の浸水が想定されています。

洪水浸水想定区域 （２００年に一度の降雨想定）

※下記の降雨量が降った場合を想定した洪水浸水想定区域、 浸水した場合に想定される水深を記載

　 大和川 【２０１６ （平成２８） 年５月公表　国土交通省河川事務所】 : １２時間総雨量１６４mm、 西除川 ・ 東除川 （平尾小

川含む） 【２０１２ （平成２４） 年８月公表　大阪府】 : ２４時間総雨量２５６. ７mm、１時間最大雨量８３mm、石津川水系 （石

津川、 百済川、 百舌鳥川、 和田川、 陶器川、 甲斐田川、 妙見川） 【２０１２ （平成２４） 年６月公表　大阪府】 : ２４時間総

雨量２７１. １mm、 １時間最大雨量７５. ７mm

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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	● 想定最大規模の降雨による洪水において、 避難が困難となる浸水深を上回る時間の

目安となる浸水継続時間が下図のとおり想定されています。

	● 大和川で想定される洪水においては、 浸水継続時間が３日以上と予測される区域が面

的に広がっています。 特に沿川から堺東駅周辺にかけての区域で 1 週間以上となるな

ど浸水が長期化する予測です。

洪水浸水想定区域 （浸水継続時間）

※下記の降雨量に伴う洪水により河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものを記載

　 大和川 【２０１６ （平成２８） 年５月公表　国土交通省大和川河川事務所】 : １２時間総雨量３１６mm、 西除川 ・ 東除川 （平

尾小川含む） 【２０１９ （令和元） 年１１月公表　大阪府】 : ２４時間総雨量９０４. １mm、 １時間最大雨量１０２．５mm）、 石

津川水系 （石津川、 百済川、 百舌鳥川、 和田川、 陶器川、 甲斐田川、 妙見川） 【２０２０ （令和２） 年１１月公表　大阪府】 :

２４間総雨量９３１. ４mm、 １時間最大雨量１０３. ７mm）

※ 凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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（3） 内水

	● 過去に浸水被害が発生した箇所は市内の各地に点在しています。

	● 既往最大降雨量と同様の雨 （時間雨量約９３ｍｍ） が降った場合の浸水範囲と浸水の

深さは下図のとおり想定されています。

資料 ： 堺市内水ハザードマップを基に作成

内水浸水想定区域 （時間雨量約９３ｍｍ）

※時間雨量約９３mm ： ２００８ （平成２０） 年９月５日の時間雨量

※凡例の配色は、 公表されている内水ハザードマップとは異なる
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（4） 高潮

	● 想定最大高潮による高潮浸水想定区域は沿岸部の市街地に広範囲に広がっています。

	● 南海本線や阪堺線沿線の地域において浸水想定が３m 以上です。

資料 ： 高潮浸水想定区域図 （２０２０ （令和２） 年８月公表　大阪府） を基に作成

高潮浸水想定区域

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる

	● 高潮による浸水継続時間は、 ほとんどの地域で１２時間未満の予測である一方、 一部

の地域で３日以上と予測される区域が面的に広がっています。

資料 ： 高潮浸水想定区域図 （２０２０ （令和２） 年８月公表　大阪府） を基に作成

高潮浸水想定区域 （浸水継続時間）

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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（5） 津波

	● 南海トラフ巨大地震による最大クラスの津波が発生した場合の津波浸水想定区域は、

沿岸部の市街地に広範囲に広がっています。

資料 ： 津波浸水想定区域図 （２０１３ （平成２５） 年８月公表　大阪府） を基に作成

津波浸水想定区域

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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（6） 地震

	● 発生が懸念されている直下型地震で最も本市域に被害を与えるのは上町断層帯地震、

また海溝型地震で最も被害を与えるのは南海トラフ巨大地震とされています。

	● 上町断層帯地震では市の北部に震度 7 となるエリアが広がっています。

	● 南海トラフ巨大地震では、 市全域が震度６弱の予測です。

	● 液状化現象とは、 地震動により砂地盤が液体状のようになることを言います。

	● 液状化は、 上町断層帯地震では阪神高速道路湾岸線より海側のエリアの広域で発生す

ると予測されています。 南海トラフ巨大地震の際は堺区と西区にＰＬ値２５以上が広く

分布し、 液状化の可能性は極めて高い状況です。

資料 ： 堺市防災マップ

震度分布

資料 ： 堺市地域防災計画

想定地震における液状化分布図

※ PL 値とはある地点の液状化の可能性を総合的に判断しようとする指数

南海トラフ巨大地震 上町断層帯地震
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	● 谷間や斜面に盛土を行い、 一定規模以上の形状で造成された宅地を大規模盛土造成

地と呼びます。

	● 本市においては２０１３ （平成２５） 年度以降、 大規模盛土造成地における踏査調査等

が行われており、 調査等の結果、 滑動崩落により大きな被害が生じる恐れが想定され

る箇所はないと判断されています。

資料 ： 堺市大規模盛土造成マップ

大規模盛土造成地の分布
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4. 災害リスクの分析

整理したハザード情報のうち、 既に市街地が形成されている海沿いや沿川を中心に広

範囲な浸水が想定されている洪水、 高潮、 津波について、 都市の情報と重ね合わせるこ

とにより災害リスクの分析を行います。

（１） 洪水

○浸水想定区域と人口密度分布

	● 大和川や石津川の沿川では、 人口密度の高い地域と一般的な家屋の２階床面に相

当する浸水深３m を超える浸水が想定されている区域が重なっています。 これらの

地域では河川の氾濫が発生した場合、 在宅での安全確保が困難になる方が多くなる

可能性があります。

洪水浸水想定区域 （想定最大規模） ×人口密度分布 （２０１５ （平成２７） 年）

※浸水想定区域は浸水深３ｍ以上の区域を記載　

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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○浸水想定区域と指定緊急避難場所

	● 浸水想定区域内には、 指定避難所が複数ありますが、 そのうち想定される浸水深よ

り建物の高さがある小学校等の施設を、 緊急一時的に危険から逃れるための場所と

して指定緊急避難場所に指定しています。

洪水浸水想定区域 （想定最大規模） ×指定緊急避難場所 ・ 指定避難所

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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○浸水継続時間と指定避難所

	● 浸水が３日以上続くと想定されている区域にも指定避難所が複数立地しています。

	● 災害時は各避難所での分散備蓄や、 物資拠点を通じて指定避難所に供給される備

蓄での対応となりますが、 長期間の浸水により指定避難所が孤立した場合、 避難所

に備蓄する物資のみでは物資が不足する可能性があります。

浸水継続時間×指定緊急避難場所 ・ 指定避難所

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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（2） 高潮

○浸水想定区域と人口密度分布

	● 沿岸部の市街地では、 人口密度の高い地域と一般的な家屋の２階床面に相当する浸

水深３m を超える浸水が想定されている区域が重なっています。 これらの地域では

高潮による浸水が発生した場合、 在宅での安全確保が困難になる方が多くなる可能

性があります。

高潮浸水想定区域 （想定最大規模） ×人口密度分布 （２０１５ （平成２７） 年）

※浸水想定区域は浸水深３ｍ以上の区域を記載

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる
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（3） 津波

○浸水想定区域と人口密度分布

	● 津波浸水想定区域は人口密度の高い沿岸部の市街地に広がっています。

	● 南海トラフ巨大地震発生後、 津波到達までの時間は約１００分と想定されています。

その間に JR 阪和線を目標に、東に位置するなるべく高所へ避難することが重要です。

津波浸水想定区域×人口密度分布 （2015 （平成 27） 年）

※凡例の配色は、 公表されている浸水想定区域図とは異なる

資料 ： 堺市津波避難計画 （２０１４ （平成２６） 年３月）

大阪府津波浸水想定と地形

※南海トラフ巨大地震による最大クラスの津波浸水想定
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（4） 要配慮者利用施設における避難確保計画作成率

	● 洪水浸水想定区域内、 高潮浸水想定区域内、 土砂災害警戒区域内に立地し、 堺市地

域防災計画に定められた要配慮者利用施設について、 避難確保計画の作成及び避難

訓練の実施が義務づけられています。

	● 要配慮者利用施設とは、 社会福祉施設、 学校、 医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設をいいます。

	● 要配慮者利用施設における、 避難確保計画の作成率は約５７％で作成率をさらに高め

る必要があります。

対象区域 対象施設数 計画提出施設数 策定率

大和川浸水想定区域 ２０６ ２０３ ９８．５%

石津川浸水想定区域 １４４ ６２ ４３．１%

西除川浸水想定区域 ４３ ４２ ９７．７%

東除川浸水想定区域 該当なし － －

土砂災害警戒区域 １２ １２ １００．０%

高潮浸水想定区域 ３０９ ８５ ２７．５%

全体 ７１４ ４０４ ５６．６%

避難確保計画作成率 （２０２２ （令和４） 年１２月１２日現在）
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5. 課題の整理

①土砂災害

	● 市街化区域内の一部に土砂災害 （特別） 警戒区域等が含まれています。 それらの区域

においては、 土砂災害により住居にも被害が発生する懸念があります。

	● 避難情報の発信等に加え、 土地利用の規制やがけ地近接住宅の移転等、 総合的な取

組を進めることが必要です。

	● また、 災害危険性などの情報の啓発を一層進め、 住民の防災意識の向上、 自主防災

体制の強化を図ることが必要です。

②洪水

	● 広範囲に浸水が想定される区域は、 大和川や石津川の沿川から沿岸部の市街地に広

がっており、 浸水想定区域の一部において浸水深が３m 以上の区域もみられます。

	● 河川整備等のハード対策と、 防災意識の向上、 避難体制の整備 ・ 強化などによる避難

場所への適切な誘導などのソフト対策の両輪で取組を進めることが必要です。

	● 洪水浸水想定区域には多くの要配慮者利用施設が立地しており、 これらの施設での避

難体制の整備が必要です。

	● また、 浸水が長期にわたることが想定される地域では、 指定避難所への物資の確保策や

在宅での避難生活を支える非常備蓄品の備えなど、 時間軸を意識した対策が必要です。

③内水

	● 集中豪雨などによる急激な浸水の発生などが懸念されます。

	● 雨水ポンプ場や雨水管の整備など浸水想定を踏まえたハード対策と、 住民による浸水

対策や防災意識の向上などのソフト対策の両輪で取組を進めることが必要です。

④高潮

	● 浸水想定区域が沿岸部の市街地に広がっており、 防潮堤の維持管理などのハード対策

と、 避難体制の構築などのソフト対策の両輪で取組を進めることが必要です。

	● 高潮浸水想定区域には多くの要配慮者利用施設が立地しており、 これらの施設での避

難体制の整備が必要です。

⑤津波

	● 南海トラフ巨大地震発生後、 津波が到達するまでの時間が約１００分あることから、 市

民それぞれが迅速かつ主体的に避難行動がとれるよう、 自助、 共助の取組を強化し、

逃げ遅れた場合でも避難ができる環境を整えることが必要です。

⑥地震

	● 地震はいつどこで発生するかを予測することが困難であるため、 想定されている災害

規模を踏まえつつ、 想定以上の規模の災害が発生することも意識をしながら、 防災力

の向上を図ることが必要です。
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6. 防災指針における都市の将来像と取組方針

本指針においては、 堺市都市計画マスタープランに掲げためざすべき都市像 「安全で

安心して暮らせる都市」 を防災指針における都市の将来像として位置づけます。

（１） 都市の将来像

安全で安心して暮らせる都市

安全性の高い都市空間の形成を進め、あわせて市民 （自助）・地域 （共助）・行政 （公

助） の役割分担と相互の連携による避難体制の確保や迅速な応急活動など、 被害を

最小限にとどめるため、 ハード・ソフト両面から減災の視点に立った取組を進めます。

災害に備え、 安全で安心して生活できる都市の実現に向け、 災害リスクのある市街地

については、 市街地形成の経緯や都市機能の集積状況を考慮し、 現実的な対応策として、

災害発生時に被害をださないようにする 「防災策」 だけでなく、 災害時にその被害を最

小化する 「減災」 の考え方も取り入れた防災 ・ 減災策に取り組みます。

（2） 取組方針

＜土砂災害＞

	● 災害リスクの高さに応じて規制や誘導など適切な土地利用施策を進めます。

	● 土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域、 急傾斜地崩壊危険区域、 災害危険区域

については、 災害リスクを踏まえて、 居住誘導区域に含みません。

	● あわせて災害危険性などの情報の啓発など、 適切な避難が行えるソフト対策を推進し

ます。

＜洪水、 内水、 高潮＞

	● 国や大阪府が実施する河川整備等のハード対策に協力します。 また、 雨水ポンプ場や

雨水管の整備等の浸水が発生しないための取組を推進します。

	● 防災意識の向上や避難体制の整備 ・ 強化、 要配慮者利用施設の避難体制の整備など

により適切な避難を推進します。 あわせて、 長期にわたる避難生活においても安心し

て避難できる体制を構築します。

＜地震、 津波＞

	● 防災意識の向上や避難体制の整備 ・ 強化を推進します。 また、 宅地の災害発生を未然

に防止するため、 市民等への啓発や、 技術基準に適合するよう指導をするなど、 継続

して宅地の安全に関する取組を進めます。

	● 津波に対しては、 情報伝達体制 ・ 手段の整備や避難方法等の事前周知 ・ 啓発、 逃げ

遅れた場合の避難場所の確保など、すべての人が適切に避難できる体制を構築します。

	● 密集市街地である新湊地区においては、 老朽木造住宅の建替促進や公共施設等の整

備により、 市街地の防災性の向上を図ります。

堺市都市計画マスタープラン 「めざすべき都市像」 より抜粋　
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7. 具体的な取組

具体的な取組については、 堺市国土強靭化地域計画、 堺市地域防災計画、 河川整備

計画等に基づく取組と連携を図り以下のとおり設定します。

（１） 土砂災害

 施策 具体的な取組
実施

主体

実施時期目標※

短期 中期 長期

土

地

利

用

施

策

開発規制 ・

指導

1
土砂災害特別警戒区域における開

発規制
市

２
土砂災害特別警戒区域における特

定開発行為の制限
府

３
土砂災害特別警戒区域における建

築物の構造的な制限
市

土地利用

誘導

4

土砂災害特別警戒区域等における

立地適正化計画制度による建築 ・

開発行為の届出

市

5
土砂災害特別警戒区域内の住宅

除却費用や区域外移転の支援
市

防

ぐ

施

策

土砂災害

対策

6
土砂災害特別警戒区域、 土砂災害

警戒区域におけるパトロールの実施
府 ・ 市

7

急傾斜地崩壊危険区域における急

傾斜地対策事業の実施及び対策

施設の点検 ・ 保全等

府 ・ 市 ・

市民

逃

げ

る

施

策

災害リスク

情報の

提示、 啓発

8
ハザードマップ等を活用した災害リ

スク ・ 避難方法の事前周知 ・ 啓発
市

9 大規模盛土造成地の周知 市

避難指示等

情報伝達

体制 ・ 手段

の整備

10
多様な情報伝達手段の充実、 速や

かな情報伝達体制の整備
市

自主防災

体制の整備
11 自主防災組織の活動促進 ・ 支援

市 ・

市民

要配慮者に

対する支援
12

要配慮者利用施設における避難確

保計画の策定支援及び個別避難

計画の作成支援

市 ・

事業者 ・

市民

※実施時期 （短期 ： 概ね５年程度、 中期 ： 概ね１０年程度、 長期 ： 概ね２０年程度）

凡例  　　　　　　 ： 継続した取組　　　　　 ： 目標期間を設定した取組
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（2） 洪水、 内水、 高潮

区

分
施策 具体的な取組 重点エリア

実施

主体

実施時期目標

短期 中期 長期

防

ぐ

施

策

洪

水

／

内

水

河川整備

13
高規格堤防の整備

（大和川）

大和川左岸
（阪神高速湾岸
線から南海高

野線まで）

国

14
河川改修の推進

（石津川）

津久野駅

周辺
府

雨水整備

15 雨水ポンプ場の整備 沿岸部 市

16 雨水管の整備 市全域 市

高

潮

都市基盤の

被害防止

17 防潮堤の維持管理 沿岸部 府

18
水門等の点検 ・ 操作訓

練
－ 市

逃

げ

る

施

策

共

通

災害リスク

情報の

提示、 啓発

19

ハザードマップ等を活用

した災害リスク ・ 避難方

法の事前周知 ・ 啓発

【再掲】

市全域 市

避難指示等

情報伝達

体制 ・ 手段

の整備

20

多様な情報伝達手段の

充実、 速やかな情報伝

達体制の整備 【再掲】

市全域 市

自主防災

体制の整備
21

自主防災組織の活動促

進 ・ 支援 【再掲】
市全域

市 ・

市民

要配慮者に

対する支援
22

要配慮者利用施設にお

ける避難確保計画の策

定支援及び個別避難計

画の作成支援 【再掲】

大和川 ・

石津川 ・

西除川 ・

東除川沿川

市 ・

事業者

避難体制の

確保
23

備蓄物資の供給体制の

整備、 家庭備蓄の重要

性の啓発

沿岸部
市 ・

市民

※実施時期 （短期 ： 概ね５年程度、 中期 ： 概ね１０年程度、 長期 ： 概ね２０年程度）
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（3） 地震、 津波

区

分
施策 具体的な取組 重点エリア

実施

主体

実施時期目標

短期 中期 長期

防

ぐ

施

策

地

震

宅地耐震化

の促進
24

宅地の安全に関する啓

発及び指導の実施
市全域 市

埋立地等の

液状化対策

の啓発推進

25

液状化ハザードマップ等

により液状化危険地域

の周知 ・ 啓発

市全域 市

密集市街地

の防災性の

向上

26

住宅市街地総合整備事

業 （密集住宅市街地整

備型） の推進

新湊地区 市

津

波

都市基盤の

被害防止

27 防潮堤の維持管理 沿岸部 府

28
水門等の点検 ・ 操作訓

練 【再掲】
－ 市

逃

げ

る

施

策

津

波

災害リスク

情報の

提示、 啓発

29

津波ハザードマップ等を

活用した災害リスク ・ 避

難方法の事前周知 ・ 啓発

津波避難対

象・注意地域
市

30

浸水が予想される道路

における津波危険明示

標識の設置

津波避難対

象・注意地域
市

緊急一時

避難場所の

確保

31

避難が遅れた場合に緊

急一時避難する場所 （津

波避難ビル） の指定及

び周知

津波避難対

象・注意地域
市

共

通

避難経路の

確保

32
避難路となる都市計画

道路の整備

沿岸から阪

和線まで
市

33
連続立体交差事業の推

進による避難経路の確保

南海本線 ・

高野線沿線
市

避難指示等

情報伝達

体制 ・ 手段

の整備

34

多様な情報伝達手段の

充実、 速やかな情報伝

達体制の整備 【再掲】

市全域 市

自主防災

体制の整備
35

自主防災組織の活動促

進 ・ 支援 【再掲】
市全域

市 ・

市民

※実施時期 （短期 ： 概ね５年程度、 中期 ： 概ね１０年程度、 長期 ： 概ね２０年程度）
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1. 誘導施策の基本的な考え方

集約型都市構造の実現に向け都市再生特別措置法に基づく届出制度を活用し、 あわせ

て各種施策の展開により居住誘導及び都市機能誘導を図ります。 本計画では、 立地適正

化計画の方針 （ターゲット） 及び誘導方針 （ストーリー） に即した施策の展開を図ります。

居住誘導及び都市機能誘導に向けて、 国等による支援措置の活用の検討や本市独自

の施策を推進することで、 効果的な展開を図ります。

届出制度に

よる機能誘導

【都市再生特別措置法に基づく誘導施策等の展開方向】

国等による

支援措置の

活用促進

①居住誘導区域外における住宅の建築等にかかる届出

②都市機能誘導区域外における立地適正化計画制度に基づ

く誘導施設の建築等にかかる届出

③都市機能誘導区域内における立地適正化計画制度に基づ

く誘導施設の休廃止にかかる届出

①財政上の支援措置 （都市構造再編集中支援事業 等）

②金融上の支援措置 （都市 ・ 居住環境整備推進出資金 等）

③税制上の支援措置 （低未利用土地権利設定等促進計画に

係る特例措置　等）

【本市独自の誘導施策の展開方向】

誘導方針

（ストーリー）
施策の展開方向

立地適正化計画の方針

（ターゲット）

都市の 「存在感」 を

高める

都市の

「暮らしの魅力」 を

高める

「安全で利便性の

高い暮らし」 を

維持する

（１） 本市の存在感向上に向けた堺

ならではの拠点の形成

（２） 暮らしの魅力向上に向けた拠

点形成と良好な住環境の形成

①便利で多様なライフスタイルに

対応した拠点の形成

②地域の特性 ・ 居住ニーズに即

した良好な住環境形成

③居住魅力の向上に資する居住

誘導区域外における取組

（３） 円滑に移動できる交通環境

の形成

（４） 安全 ・ 安心な市街地の形成

堺の個性を活かした魅力

と賑わいのある拠点形成

地域特性に応じた

暮らしの魅力向上に

よる居住誘導

拠点へアクセスしやすい

環境の形成

安全な暮らしを維持する

市街地の形成
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2. 誘導施策

＜都心＞

○堺東駅周辺においては、 連続立体交差事業を推進します。 また、 これにあわせて駅前

空間の再編を推進し都市の顔となる市街地の形成を図ります。 　

○堺駅周辺においては、 広域交通の結節点としての機能強化や都市機能の集積を図り、

ゲートウェイとしてふさわしい都市空間を創造します。

○環濠エリアにおいては、 環濠の水辺を活かした魅力創出を図ります。 また、 歴史的な

建造物やまちなみの保全 ・ 形成を図ります。

○都心においては、 次世代都市交通の導入やバリアフリーな乗降環境の整備、 乗継改善

など、公共交通の利便性向上を図ります。また、多様な移動ニーズに対応できるようシェ

アサイクルや次世代モビリティ等を活用し、 都心内の回遊性向上を図ります。

○都心の骨格軸となる大小路線及び大道筋を中心に、 交流 ・ 滞在空間の創出や安全で

快適な歩行者環境の確保を図り、 居心地が良く歩きたくなる人中心のウォーカブルな

空間形成を進めます。

＜都市拠点＞

①泉ヶ丘

○近畿大学医学部 ・ 近畿大学病院の立地を契機として、 健康 ・ 医療 ・ 予防分野等に関

する研究開発拠点や産業集積拠点などの広域的に人をひきつける魅力的な拠点形成

を図ります。

○泉ヶ丘公園とビッグバンや大蓮公園等の周辺施設と連携した整備を行うことにより、

周辺と一体となった子どもの拠点を形成します。

○先端技術やデータを活用したスマートシティを推進することで、 多様な世代の健康増進

や便利で快適な移動環境の構築などを進め、 地域内外の人々の交流により賑わいが

創出される拠点の形成を図ります。

②中百舌鳥

○高い交通利便性と、 大学や産業支援施設等の機能を活かし、 スタートアップ ・ 起業な

どの支援、 新産業やビジネスの創出と、 交通結節点の駅前にふさわしい賑わい創出を

進め、 地域の活力と多様な交流を育むイノベーション創出拠点の形成を図ります。

○駅を中心に、 安全で快適な歩行者環境や賑わいと多様な交流を生む場などといった歩

きたくなるウォ―カブル空間の形成による中百舌鳥駅周辺全体の価値の向上を図りま

す。

（１） 本市の存在感向上に向けた堺ならではの拠点の形成
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○駅周辺の低未利用地の活用により、 業務 ・ 商業機能や交流 ・ 集客等を生み出す都市

機能の充実を図ります。

③美原

○幹線道路による広域アクセス性を活かし、 臨海部より災害リスクの少ない内陸型産業

地として、 物流、 産業機能などの立地誘導を図ります。

①便利で多様なライフスタイルに対応した拠点の形成

○地域拠点においては、 日常生活に関連の深い商業、 業務、 行政、 文化などの機能、

駅前拠点においては、 買い物などの日常の利便に供する商業、 サービスなどの機能の

充実を図ります。

○泉北ニュータウンの各駅を拠点とする地区センターに、 各拠点の役割を踏まえた機能

を再編 ・ 集約し集約型都市構造の形成を推進します。

○深井駅周辺においては、 市有地の利用転換などを推進し、 生活 ・ 交流機能の充実に

加え、 市内外からの来訪を促進する拠点の形成を図ります。

○新金岡駅周辺においては、 地区の特徴である緑の豊かさを活かし、 ウォーカブルな空

間の実現と地区に必要な都市機能の導入を図り、 魅力的な拠点の形成を図ります。

○萩原天神駅周辺の松原泉大津線沿道においては、 計画的な市街地整備により拠点周

辺に良好な居住環境の形成を図ります。

○津久野駅周辺においては、 老朽化が進む都市基盤の更新や賑わいと快適環境の創出

をめざし、 都市型住宅の供給や生活利便施設の充実等、 駅前街区と一体となって駅前

拠点にふさわしい都市機能更新を図ります。

○質の高い緑空間の維持 ・ 創出を図るため、 都心を中心に暑熱環境の緩和に向けて、

憩いの空間となる都市公園を含むオープンスペース、 特徴ある景観を構成する街路樹

などを適切に管理し、 気候変動対策に寄与する緑陰空間の形成を進めます。

（２） 暮らしの魅力向上に向けた拠点形成と良好な住環境の形成

②地域の特性 ・ 居住ニーズに即した良好な住環境形成

＜都市型居住促進ゾーン＞

○都心や中百舌鳥、 深井、 北野田、 三国ヶ丘、 堺市駅及び泉北ニュータウンの各駅周辺

においては、 土地の高度利用と公共的空間の確保により、 拠点周辺における市街地環

境の質向上に寄与した都市型住宅の供給を促進します。
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○都心や深井、 北野田、 鳳、 新金岡、 北花田の各駅周辺の都市基盤が整備された地域

においては、 開発者の負担を軽減し、 都市型住宅の供給を促進します。

○新金岡及び泉北ニュータウンの各駅周辺においては、 共同住宅等を対象とした指定容

積率等の緩和により、 良質な都市型住宅への建替えや立地を促進します。

＜ゆとり住環境保全ゾーン＞

○低層住居専用地域においては、 一定規模以上の宅地開発について最小宅地面積の基

準を適用することで、 低層住宅地として良好でゆとりのある居住環境を保全します。

○良好な住環境の形成を図るため、 地域が主体となった建築協定や地区計画制度の活

用等により、 地域の実情に即した住環境の誘導を図ります。

＜その他市街地全般＞

○大規模な公的賃貸住宅団地においては、 更新にあわせて活用地が発生する場合には、

すべての人が安心して暮らせる生活サービス機能や、 子育て ・ 福祉 ・ 働く場所など地

域のニーズに応じた都市機能の充実に向け、 住環境の向上に寄与する土地利用の誘導

を図ります。 また、 必要に応じて土地利用に係る規制緩和等を検討します。

○良好な住環境の形成を図るため、 地域が主体となった建築協定や地区計画制度の活

用等により、 地域の実情に即した住環境の誘導を図ります。 【再掲】

○地域の価値や魅力の向上に向けて、都心や泉北ニュータウンにおいては、住民、事業者、

行政が連携しながら、 エリアマネジメントの推進を図ります。

○子育て世代に魅力的な住環境の形成に向けて、 中学校区を１つの 「学校群」 と捉え、

学校群の小 ・ 中学校が一体となって、 義務教育９年間を見通したカリキュラムの編成

や授業の改善に取り組み、 子どもたちに必要な資質 ・ 能力を育み、 子どもたちの可能

性を引き出す学校教育を推進します。

○泉北ニュータウンにおいては、 リモートワークやサテライトオフィスなど ICT を活用し

た就業の場の形成を進め、 職住一体 ・ 近接型のライフスタイルの実現を図ります。

○泉北ニュータウンにおいては、 大阪都心部への良好なアクセス、 既存の住宅ストックや

郊外のゆとりある環境を活かし、 若年 ・ 子育て世代のニーズにあった住戸の供給を進

めます。

○泉北ニュータウンの近隣センターにおいては、 商業機能やサービス機能、 地域のコミュ

ニティ機能の向上に努め、 時代の変化に対応した機能強化を図ります。
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○緑地機能や防災機能など、 多面的な機能が期待される生産緑地地区の保全 ・ 活用に

より、 良好な生活環境の確保を図ります。

○人々の交流の場、 遊び場、 憩いの場、 健康増進の場となる緑について、 身近な暮らし

の中で緑を感じることのできる都市の実現のために、 公共施設や民有地の緑化を進め

て、 新たな都市の緑を育みます。

③居住魅力の向上に資する居住誘導区域外における取組

○都市近郊でありながら貴重な自然環境資源である地域においては、 市民農園等、 農空

間の保全 ・ 活用を進め、 また南部丘陵については 「森の学校」 をテーマとした施設を

拠点に緑地保全を図ります。

○臨海都市拠点においては、 世界をリードする産業拠点と、 海辺の特性を活かした親水

空間等による集客 ・ レクリエーション拠点の形成を図ります。

○産業機能が一定集積している居住誘導区域周辺においては、 産業政策上の位置づけを

踏まえつつ、 産業機能の立地を図ります。

○本計画と連携し、 持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保することを目的とし

た、 地域公共交通計画に示す取組を推進します。

○鉄軌道、 路線バス、 乗合タクシーによる公共交通の維持 ・ 確保や利用促進、 交通結節

機能の充実、 MaaS の導入等の新たな技術の活用などによる利用者の利便性向上を

図ります。

○自転車の通行空間の連続性の確保やネットワーク等を形成する環境の整備を行います。

また自転車を使って点在するスポットを巡る 「散走」 などのレクリエーションや健康増

進など様々な場面で、 気軽に楽しむ機会を創出します。 さらにシェアサイクルの普及促

進を進めます。

○都心と美原をはじめとした市域東部を結ぶ拠点間ネットワークの構築により、 マイカー

から公共交通への利用転換、 公共交通の利用促進、 人流と地域の活性化を図ります。

○都市計画道路の整備推進により、 利便性が高く円滑でアクセス性の高い幹線道路網の

形成を図ります。

○連続立体交差事業の推進により、 踏切に起因する交通渋滞や事故の解消を図ります。

○主要な駅周辺のデッキや歩道のバリアフリー化、 再整備などにより歩行者動線の改善

や駅周辺の交通アクセス改善を図ります。

（３） 円滑に移動できる交通環境の形成　
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○地震時の倒壊による緊急車両や避難の妨げ防止、 歩行空間の確保、 良好な景観の創

出等のため、 無電柱化を進めます。

（４） 安全 ・ 安心な市街地の形成

○防災指針に基づく取組を進めます。
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都市再生特別措置法に基づく届出制度を運用することで、 居住誘導区域外における住

宅開発等の動向や都市機能誘導区域外における立地適正化計画制度に基づく誘導施設

の整備等の動向を把握することを目的としています。 また、 届出者に対して誘導区域内

における誘導施策等の情報提供等をする機会として活用するものです。

以下の行為を行おうとする場合は、 その行為に着手する３０日前までに市への届出が

必要です。

（１） 居住誘導区域外において事前届出が必要な行為

居住誘導区域外で以下の行為を行う場合、 行為に着手する日の３０日前までに届出が

必要です。

（開発行為）

● ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為

● １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、 その規模が 1,000 ㎡以上のもの

（建築等行為）

● ３戸以上の住宅を新築しようとする場合

（2） 都市機能誘導区域外において事前届出が必要な行為

都市機能誘導区域外で以下の行為を行う場合、 行為に着手する日の３０日前までに届

出が必要です。

　（開発行為）

● 立地適正化計画制度に基づく誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

　（建築等行為）

● 立地適正化計画制度に基づく誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

● 建築物を改築し、 立地適正化計画制度に基づく誘導施設を有する建築物とする場合

● 建築物の用途を変更し、 立地適正化計画制度に基づく誘導施設を有する建築物とす

る場合

（3） 都市機能誘導区域内において事前届出が必要な行為

都市機能誘導区域内で立地適正化計画制度に基づく誘導施設を休止又は廃止する場

合、 行為に着手する日の３０日前までに届出が必要です。

届出制度

1,000 ㎡以上

● 建築物を改築し、 又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合
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1.目標値の設定

2.計画の進行管理
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本計画の実現に向けては、 達成状況の目安となる目標値を設定した上で、 多様な主体

や関連する分野別計画等との連携により、 持続可能な都市構造の形成に資する取組を進

めます。

（１） 居住誘導区域の人口密度

（現況値の算出方法） ２０１５ （平成２７） 年の国勢調査値から居住誘導区域内の人口を推計し、 居住誘導区域面積で除して

算出。

1. 目標値の設定

本計画に位置づける施策の有効性を客観的かつ定量的に評価するための指標を設定

します。 目標値は目標年次である２０４０年及び達成状況を確認するための中間値として

２０３０年における値を設定します。 また、 指標の達成状況を多面的に分析 ・ 評価するた

め、 主なモニタリング項目を設定します。

なお、 誘導方針４ 「安全な暮らしを維持する市街地の形成」 に関しては、 評価 ・ 見直

し時に防災指針における具体的な取組の実施状況や市域における自然災害による被害状

況を把握することとします。

■評価指標とモニタリング項目

本市の将来人口は、 ２０４０年に７３. ４万人となり、 ２０１５ （平成２７） 年の８３. ９万

人の約８７％に減少すると見込まれています。 市内各地域の人口密度も人口と同様に低

下することが見込まれ、 各地域における生活利便性やコミュニティの持続的な確保がよ

り困難になると懸念されます。 本市では、 このような人口減少の中にあっても一定エリ

アにおいて人口密度を維持することにより、 生活利便性やコミュニティが持続可能な都市

の実現に向けて、 居住誘導区域では、 将来推計人口から算出した人口密度 （２０３０年

では８１. ７人 /ha、 ２０４０年では７５．９人 /ha） を上回ることをめざします。

評価指標＜１＞
現況値 目標値

２０１５ （平成２７） 年 （中間） ２０３０年 ２０４０年

居住誘導区域の人口密度 ８７人 /ha ８４人 /ha ７８人 /ha

人口の推移の内訳について 「市全域及び各区の人口動態、 人口構成、 人口密度」 を、

また居住誘導区域の人口流動について 「総人口に対する居住誘導区域の人口の割合」 と

「居住誘導区域外における住宅の建築行為等の届出件数」 を主なモニタリング項目として

把握する。

【モニタリング項目】

（2） 都心、 都市拠点における駅の乗降客数

本市の都心、 都市拠点における駅の乗降客数は、 ２０１９ （令和元） 年度は２６. ３万

人 / 日、 新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた２０２０ （令和２） 年度は前年

度比約８割の２１. ０万人 / 日となっています。 今後は、 感染症の影響からは回復に向か
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う一方、 人口減少の影響に加え、 テレワークの普及などライフスタイルの変化による公共

交通の利用機会の減少も想定されます。 このような社会状況の変化を踏まえ、 堺の個性

を活かした魅力と賑わいのある拠点形成や、 拠点へアクセスしやすい環境の形成を図る

ことで、 都心、 都市拠点における駅の乗降客数を将来推計人口から算出した数値を上回

ることをめざします。

評価指標＜ 2 ＞
現況値 目標値

２０１９ （令和元） 年度 （中間） ２０３０年度 ２０４０年度

都心、 都市拠点における

駅の乗降客数
２６．３万人 / 日 ２５．７万人 / 日 ２４．７万人 / 日

（現況値の算出方法） ２０２０ （令和２） 年度以降の乗降客数は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた特異値であること

から、 ２０１９ （令和元） 年度における南海本線堺駅、 南海高野線堺東駅、 南海高野線中百舌鳥駅、

泉北高速鉄道中百舌鳥駅、泉北高速鉄道泉ケ丘駅の１日平均乗降客数（他線への乗継人員を含まない）

及び OsakaMetro 御堂筋線なかもず駅の終日乗降客数 （他線への乗継人員を含む） を集計。

（目標値の考え方） 社会状況の変化を踏まえ、 ２０３０年度では２０１９ （令和元） 年度の約９７％にあたる２５. ７万人 / 日

以上、 ２０４０年度では２０１９ （令和元） 年度の約９４％にあたる２４．７万人 / 日以上を想定。

本市内の働く場や就業者の推移について 「昼夜間人口比率」 と 「事業所数、従業者数」

を主なモニタリング項目として把握する。

【モニタリング項目】

（3） 都市機能誘導区域内の立地適正化計画制度に基づく誘導施設の立地数

本市では、 市役所 ・ 図書館 ・ 病院など個性や魅力を活かした拠点を形成するうえで核

となる施設を立地適正化計画制度に基づく誘導施設とし、 都市機能誘導区域内に３１件

の誘導施設が立地しています。 今後も、 より一層の多様なライフスタイルに対応できる都

市機能の充実や公民連携による暮らしやすい地域の実現に向けて、 都市機能誘導区域内

の誘導施設の立地数が現状を上回ることをめざします。

評価指標＜ 3 ＞
現況値 目標値

２０２２ （令和 4） 年 （中間） ２０３０年 ２０４０年

都市機能誘導区域内の

立地適正化計画制度に

基づく誘導施設の立地数

３１件 ３２件 ３２件

（現況値の算出方法） 都市機能誘導区域内の立地適正化計画制度に基づく誘導施設の立地数を集計。

誘導すべき都市機能の立地状況について 「拠点周辺の生活に身近な都市機能の充足

状況」 と 「都市機能誘導区域外における誘導施設の建築行為等の届出件数」 を主なモニ

タリング項目として把握する。

【モニタリング項目】
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（4） 市全域の公共交通人口カバー率

本市では、 鉄軌道、 バス路線、 デマンド型の乗合タクシーにより市街地の広がりに合

わせた公共交通ネットワークが形成されており、市全域の公共交通の沿線徒歩圏でカバー

される人口の割合 （公共交通人口カバー率） は９６. ４％です （２０２２ （令和４） 年時点）。

今後、 人口減少や人口構成の変化に対応できる持続可能な集約型都市構造の形成を一

層進める中で、 拠点へアクセスしやすい環境が持続的に確保される都市の実現に向けて、

公共交通ネットワークの機能強化や維持確保、 それを支える都市計画道路の整備や道路

ネットワークの維持充実により、 公共交通人口カバー率を維持することをめざします。

評価指標＜ 4 ＞
現況値 目標値

２０２２ （令和４） 年度 （中間） ２０３０年度 ２０４０年度

市全域の

公共交通人口カバー率
９６. ４% ９６. ４% ９６. ４%

（現況値の算出方法） ２０２２ （令和４） 年時点の駅 ・ 停留所からの徒歩圏 （鉄道駅から８００m 圏、 阪堺線 ・ 路線バス ・ 乗合

タクシーの停留所から３００m 圏に含まれる範囲）の人口を２０１５（平成２７）年の国勢調査値から集計し、

総人口で除して算出。

（目標値の考え方）  この目標値は堺市地域公共交通計画において新たな目標値等が示された場合は、 必要に応じて見直す。

公共交通の利用実態について 「公共交通利用者数 （鉄軌道・路線バス・乗合タクシー）」

を、 また居住誘導区域の利便性について 「居住誘導区域における公共交通カバー圏の面

積割合」 を主なモニタリング項目として把握する。

【モニタリング項目】
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第 ９ 章 　計画の推進に向けて

2. 計画の進行管理

本計画は、 ２０年程先を見据えた長期的な視点に立った計画であるため、 社会経済情

勢の変化や上位計画や関連計画の見直し内容などを把握しつつ、 それらの変化に的確か

つ柔軟に対応する必要があります。 このため、 都市計画マスタープランと綿密に連携しな

がら、 PDCA サイクルに基づき、 本計画のより一層の充実を図りながら取組を進めます。

＜ Plan- 計画策定＞

	● 本市における、 持続可能な都市構造の形成に向けた実行計画として立地適正化計画を

策定します。

	● また、 PDCA サイクルで蓄積される知見や課題を施策等に反映することにより、 計画

の充実を図ります。

PDCA サイクルのイメージ

計画見直し

の検討

計画策定

（一層の充実）

計画策定

計画の運用

評価指標等による

分析 ・ 評価

＜ Do- 計画の運用＞

	● 多様な主体や関連する分野別計画等と連携し、 総合的に取組を推進します。

【推進に向けた取組例】

	▶ 地理情報システム （GIS） の活用等による積極的な情報発信

	▶ 市民等の参加意識向上に向けた、 参加型イベントや出前講座の実施

	▶ 様々な分野の施策や具体的なエリア計画等との連携による取組の促進

	▶ 取組の実現に向けた都市計画手法の活用等の検討

	▶ モニタリング項目等による進捗状況の把握 ・ 点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

＜ Check- 評価指標等による分析 ・ 評価＞

	● 本計画が効果的に機能し、 着実に進捗しているかを確認するため、 概ね５年ごとに、

評価指標、 モニタリング項目等を活用した分析 ・ 評価による課題の抽出を行います。

また、 分析 ・ 評価の結果は、 堺市都市計画審議会に報告し、 課題の共有を図ります。

＜ Action- 計画見直しの検討＞

	● 本計画の見直しに向けて、 社会経済情勢の変化や評価指標等による分析 ・ 評価結果

を踏まえ、 分野横断的に関係者が参画する体制等の構築を図り、 必要な施策や計画の

改善等を検討します。
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1.居住誘導区域、都市機能誘導区域の詳細図

２.堺市立地適正化計画の策定経過

３.用語集
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1. 居住誘導区域、 都市機能誘導区域の詳細図

索引図

① ②

③
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2. 堺市立地適正化計画の策定経過

（1） 堺市都市計画審議会審議経過

開催日 内容

令和３年度

第３回

令和３年

１２月２２日
報告

堺市立地適正化計画の策定について

・ 「立地適正化計画制度の概要等」 について

令和４年度

第２回

令和4年

１１月２２日
報告

堺市立地適正化計画の策定について

・ 「第１章から第５章」 について

令和４年度

第３回

令和５年

１月３１日
報告

堺市立地適正化計画の策定について

・ 「第６章から第９章」 について

令和５年度

第２回

令和5年

１１月２２日
報告

堺市立地適正化計画の策定について

・ 堺市立地適正化計画 （素案）

令和６年度

第１回

令和６年

7月31日
諮問

堺市立地適正化計画の策定について

・ パブリックコメント結果

・ 堺市立地適正化計画 （案）

（2） 説明会の結果

項目 内容

開催日 令和 6 年 2 月 8 日 （木）、 2 月 11 日 （日）

開催場所 堺市役所　本館　地下 1 階　地下会議室 1

参加人数 延べ４人

（３） パブリックコメントの結果

項目 内容

意見の募集期間 令和６年３月２６日 （火） ～令和６年４月２５日 （木）

意見提出人数 14 人

意見項目数

20 件

・居住誘導区域について　1 件

・誘導施設及び都市機能誘導区域について　11 件

・防災指針について　1 件

・誘導施策について　4 件

・その他　3 件



117

資 
 

料

資料

（４） 堺市都市計画審議会委員名簿

役職名 氏　　　名 所 属 団 体 及 び 職 名

会長 学識経験者 大阪公立大学大学院教授

副会長 市議会議員 議　員

委員 学識経験者 大阪公立大学大学院教授

〃 学識経験者 甲南大学教授

〃 学識経験者 関西福祉科学大学教授

〃 学識経験者 関西大学准教授

〃 学識経験者 大阪産業大学教授

〃 学識経験者
大阪ガスネットワーク ( 株 )

エネルギー ・ 文化研究所　特任研究員

〃 学識経験者 堺商工会議所会頭

〃 学識経験者 堺市農業委員会会長

〃 市議会議員 議　員

〃 市議会議員 議　員

〃 市議会議員 議　員

〃 市議会議員 議　員

〃 市議会議員 議　員

〃 市議会議員 議　員

〃 市議会議員 議　長

〃 市議会議員 議　員

〃 関係行政機関の職員 大阪府警察堺市警察部長

〃 市長が適当と認める委員 堺市自治連合協議会会長

令和 6 年 7 月 31 日現在

　嘉　名　光　市

　吉　川　敏　文

　加　我　宏　之

　久　保　はるか

　成　清　敦　子　

　橋　寺　知　子　

　波　床　正　敏

　弘　本　由香里　

　葛　村　和　正　

　北　尻　 　 孝

　西　川　知　己　

　伊豆丸　精　二　

　　西　　哲　史　

　藤　本　幸　子　

　黒　田　征　樹　

　西　村　昭　三　

　田　渕　和　夫　

　宮　本　恵　子　

　利　岡　孝一朗　

　三　原　寧　大
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インキュベーション

創業間もない企業や新事業に取り組む企業に、 オ

フィス等の事業スペースと経営相談等のサービス

を一体的に提供する支援活動のこと。

上町断層帯

大阪府豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る全

体長さが約 42km の活断層帯のこと。 今後 30

年の間に地震が発生する可能性は、 日本の主な活

断層の中では高いグループに属する。

エリアマネジメント

地域における良好な環境や地域の価値を維持 ・ 向

上させるための、 住民 ・ 事業主 ・ 地権者等による

主体的な取組のこと。

　

河川整備計画

概ね30年間における当該河川の整備目標や治水、

利水、 環境、 維持管理などの具体的な取組を示し

たもの。

義務的経費

地方公共団体の歳出のうち、 任意に削減できない

極めて硬直性が強い経費のこと。 職員の給与等の

人件費、 生活保護費等の扶助費及び地方債の元利

償還金等の公債費からなっている。

急傾斜地崩壊危険区域

崩壊するおそれのある急傾斜地 （傾斜度が 30 度

以上の土地） で、 その崩壊により相当数の居住者

その他の者に被害のおそれのある土地及び、 それ

に隣接する土地のうち、 急傾斜地の崩壊が助長 ・

誘発されるおそれがないようにするため、 一定の

行為制限の必要がある土地の区域のこと。

QOL

Quality Of Life の略。

「生活の質」 を意味する言葉。

近隣センター

近隣住区論に基づき開発された泉北ニュータウン

において、 日常の買い物を支える商業機能や地域

住民が集い交流するコミュニティ機能などを担う住

区内の生活拠点。 近年、 福祉など高齢者の生活を

支える生活サポート機能の集積が進んでいる。

減災

災害が発生することを前提として、 災害による被

害をできるだけ最小化する取組のこと。

建築協定

建築基準法に基づく制度で、 一定区域内の環境改

善などを図るため、 関係権利者全員の合意により

特定行政庁の認可を受けて、 建築物に関する基準

などについて定める協定のこと。

高規格堤防

高規格堤防は超過洪水に対しても決壊しない堤防

であり、 また、 市街地整備と一体となって、 地域

住民の人命を守る安全で良好な住環境を形成する

もの。

公共施設等総合管理計画

公共施設等の総合的かつ計画的な管理、 活用を実

践し、 施設総量の縮減と維持管理経費の適正化に

取り組むための基本的な考え方を示す計画のこと。

交通結節点

異なる交通手段 （場合によっては同じ交通手段）

を相互に連絡する乗り換え ・ 乗り継ぎ施設で、 鉄

道駅、バスターミナル、駅前広場などが挙げられる。

交流人口

その地域を訪れる人の数。 通勤 ・ 通学者や観光客

などをいう。

国土強靭化地域計画

国土強靭化基本法に基づき、 地方においても、 目

標の明確化、 リスクの特定、 脆弱性評価、 対応方

策の検討、 重点化 ・ 優先順位付けなど、 国の基本

計画策定プロセスを踏襲して策定し、 PDCA サイ

クルを繰り返し見直しながら効率的 ・ 効果的に国

土強靭化を推進するための計画のこと。

コワーキングスペース

様々な所属や経歴、 境遇を持つ人々が事務所や会

議室などを共有し、 共に働くスペースのこと。 利

用者同士の交流やコミュニティを形成する場。

コンパクト ・ プラス ・ ネットワーク

人口減少 ・ 高齢化が進む中、 地域の活力を維持し、

医療 ・ 福祉 ・ 商業等の生活機能を確保し、 高齢者

が安心して暮らせるよう、 地域公共交通と連携し

て、 コンパクトな都市を形成することが重要という

考え方のこと。

3. 用語集

あ行

か行
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災害危険区域

建築基準法第 39 条の規定に基づき、 地方公共団

体が条例で指定する津波、 高潮、 出水等による危

険の著しい区域として条例で指定し、 住居の用に

供する建築の禁止等、 建築物の建築に関する制限

で災害防止上必要なものを当該条例で定めること

ができる。

砂防指定地

砂防法第 2 条に基づき、 砂防設備を要する土地又

は治水上砂防のために一定の行為を禁止し若しく

は制限するべき土地として国土交通大臣が指定し

た土地の区域。 指定された土地は、 治水上砂防の

ために支障のある行為を防止する観点から、 竹木

の伐採や土石 ・ 砂礫の採取等、 一定の行為につい

て制限がある。

散走

「自転車で走ること」 が目的ではなく、 「自転車を

活用して」 散歩するように、 ゆっくりと自転車で巡

り、 「歴史や文化」 に触れたり、 「食」 を楽しんだ

りする、 自転車を活用した新しい楽しみ方のこと。

　

シェアオフィス

自社だけではない複数の利用者が個々に自席を持

たないオフィススタイルで使用するスペースのこと。

シェアサイクル

複数の専用駐輪場のどこでも自転車を借りること

ができ、 借りた場所以外にも返すことができるレ

ンタルサイクルシステムのこと。

市街化区域

既に市街地を形成している区域、 及びおおむね

10 年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかる

べき区域として、 都市計画で定めた区域のこと。

市街化調整区域

原則として市街化を抑制すべき区域として都市計

画で定めた区域のこと。

市街地開発事業

主に公的機関が、 良好な市街地形成をはかるため

に行う面的な開発整備事業のことで都市計画で定

めたもの。 土地区画整理事業、 新住宅市街地開発

事業、 市街地再開発事業などがある。

自主財源

市が自ら確保することができる収入で、 市税をは

じめとして、 諸収入や使用料 ・ 手数料などのこと。

地すべり防止区域

地すべり等防止法に基づき関係都道府県知事の意

見をきいて、 国土交通大臣又は農林水産大臣が指

定した区域のこと。 地すべりが発生している区域

や、 地すべりが発生するおそれのきわめて大きい

区域のほか、 その区域に隣接している区域のうち、

地すべりを助長 ・ 誘発している地域や、 地すべり

を助長 ・ 誘発するおそれがきわめて大きい地域が

対象となる。 指定された土地は、 地すべりの発生

による被害を防止又は軽減するため、 地すべりの

発生を助長 ・ 誘発するおそれのある一定の行為に

ついて制限がなされる。

次世代都市交通 （ART）
※ Advanced Rapid Transit

常に先進的な技術を適用し、 快適な乗り心地やバ

リアフリーな乗降、 需要に応じた柔軟な交通サービ

スの提供、 安全性の向上などを可能とする交通シ

ステムのこと。

次世代モビリティ

超小型モビリティや自動運転などの技術革新によ

り進化した移動手段 （モビリティ） のこと。 ビッ

グデータや AI 等の先端技術やシェアリングなどの

サービスの進化と結びつけ、 近未来の快適な移動

環境のことも指す。

指定容積率

都市計画で定められる容積率の最高限度のこと。

シビックプライド

都市に対する市民の誇り。 都市や地域に誇りや愛

着、 共感を持つと同時に、 都市の取組に関与しよ

うとする当事者意識を伴う自負心のこと。

市民農園

都市住民のレクリエーションや生徒 ・ 児童の体験学

習などの多様な目的で、 小面積の農地を利用して

野菜や花を育てるための農園のこと。

住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

老朽化した木造住宅が密集し、 公共施設が著しく

不足する住宅市街地において、 住環境の改善と防

災性の向上を図るため、 老朽住宅の建替えの促進、

道路や公園等の公共施設整備などを総合的に行う

事業のこと。 堺市では、 新湊地区 （旧湊地区、 旧

湊西地区） で事業実施。

人口集中地区 （DID）

国勢調査において設定される統計上の地区。 市区

町村の区域内のことで、人口密度が 1 平方キロメー

トル当たり 4,000 人以上の基本単位区が互いに

隣接して人口が 5,000 人以上となる地域が該当

する。

さ行
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スタートアップ

新しいビジネスモデルを考えて、 新たな市場を開

拓し、 社会に新しい価値を提供し、 貢献すること

により、 事業の評価を短期間で飛躍的に高める企

業のこと。

税源涵養

税金の源となる資源や産業等を養い育てること。

生産緑地地区

市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地

機能の優れた農地等を計画的に保全し、 もって良

好な都市環境の形成に資することを目的として定

める地区のこと。

　

地域公共交通計画

地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿

を明らかにする地域公共交通のマスタープランとし

て、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

に基づき、 地方公共団体が作成するもの。

地域地区

都市計画法で定められた住宅地、 商業地、 工業地

などの土地利用上のゾーニングのこと。

建築物の用途、 建蔽率 ・ 容積率などを定めた 13

種類の用途地域の他に、 通常の用途規制を緩和 ・

強化するために定めた特別用途地区、 建築物の高

さの最高 ・ 最低限度を定めた高度地区、 火災予防

のための構造を定めた防火 ・ 準防火地域、 景観の

保護について定めた景観地区 ・ 風致地区、 緑地を

永続的に維持 ・ 保全する特別緑地保全地区などが

ある。

地域防災計画

災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、 市民の

生命、 財産を災害から守るための対策を実施する

ことを目的とし、 災害に係わる事務又は業務に関

し、 関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、

総合的かつ計画的な対策を定めた計画のこと。

地域旅客運送サービス

鉄軌道や路線バス、 乗合タクシー、 乗用タクシー、

その他の送迎サービス等を含めた旅客運送サービ

スをいう。

地区計画

都市計画法に基づく制度で、 特定の地域を対象と

して、 地域の実情に応じて建築物に関するきめ細

かなルールと生活道路や公園などの公共施設に関

する計画を一体的に定める地区レベルの都市計画

のこと。

地区センター

近隣住区論に基づき開発された泉北ニュータウン

において、 地区の拠点として鉄道駅前に商店や公

的機関などが配置されたセンターのこと。 泉ヶ丘

地区センター、栂地区センター、光明池地区センター

の 3 地区をさす。

定住人口

その地域に住んでいる人の数。

鉄軌道

レールを敷いた専用通路上を走行する鉄道と、 道

路上に敷設された軌道上を走る路面電車の総称。

デマンド型乗合タクシー

利用者から予約があった場合に運行する乗合タク

シー。 堺市では、 路線バスと同じようにルートや停

留所、 時刻表を設定し、 鉄道駅やバス停から離れ

た地域と鉄道駅や公共施設を結ぶ乗合タクシーを

運行している。

都市型住宅

都市において、 良好な住環境を確保しつつ高密度

に住む集合住宅のこと。

都市基盤整備

市民生活の安全性、 利便性、 効率性などの向上を

はかるため、 都市施設を整備すること。 道路、 鉄

軌道、 公園、 緑地、 上下水道、 河川などの整備が

これに該当する。 近年では、 情報 ・ 通信網なども

重要な都市基盤として位置づけ、 整備されている。

都市施設

道路、 公園 ・ 緑地、 下水道など、 都市を構築する

基本的な施設のこと。 このうち、 都市計画におい

て定められた都市施設のことを都市計画施設とい

う。

土砂災害危険箇所

土砂災害危険箇所とは、 土石流危険渓流、 地すべ

り危険箇所、 急傾斜地崩壊危険箇所の総称。 土石

流危険渓流とは、 土石流による被害の発生するお

それのある渓流。 地すべり危険箇所とは、 地すべ

りによる被害の発生するおそれのある箇所。 急傾

斜地崩壊危険箇所とは、 急傾斜地崩壊 （がけ崩れ）

により被害のおそれのある箇所。

土砂災害警戒区域、 土砂災害特別警戒区域

土砂災害のおそれのある区域についての危険の周

知、 警戒避難体制の整備、 住宅等の新規立地の抑

制、 既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進す

るために土砂災害防止法に基づき指定する区域の

こと。

た行
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土地区画整理事業

宅地の利用増進と公共施設の整備、 改善をはかる

ため、 道路や公園、 水路などの公共施設の新設 ・

変更と土地の区画形質の変更などによって健全な

市街地の基盤整備を行う事業。

南海トラフ巨大地震

南海トラフ沿いで発生する科学的に想定し得る最

大規模の地震のこと。 千年に一度あるいはそれよ

りもっと発生頻度は低いが、 仮に発生すれば、 西

日本を中心に極めて広い範囲に甚大な人的 ・ 物的

被害をもたらすことが想定されている。

南部大阪都市計画区域マスタープラン

都市計画法第 6 条の 2 に規定される 「都市計画

区域の整備、 開発及び保全の方針」 であり、 中長

期的視点に立った都市の将来像を明確にし、 その

実現に向けて広域的観点から、 都市計画の基本的

な方針を定めるもの。 堺市は南部大阪都市計画区

域の範囲に含まれる。

南部丘陵

多様な生き物が生息するまとまった樹林地、 河川、

ため池、 棚田などがあり、 堺市でも唯一の豊かな

里山環境が残された貴重なエリア。

PDCA サイクル

「Plan （計画） → Do （実行） → Check （評価）

→ Action （改善）」 という一連のプロセスを繰り

返し行うことで、 継続的に業務の改善を図る手法

の一つ。

避難確保計画

大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあ

るとき、 高齢者施設等の要配慮者利用施設の利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な事項を定める計画のこと。

保安林

水源の涵養、 土砂の崩壊その他の災害の防備、 生

活環境の保全 ・ 形成等、 特定の公益目的を達成す

るため、 農林水産大臣又は都道府県知事によって

指定される森林のこと。 保安林では、 それぞれの

目的に沿った森林の機能を確保するため、 立木の

伐採や土地の形質の変更等が規制される。

MaaS

Mobility as a Service の略。

ICT を活用して交通をクラウド化 （移動手段その

ものをクラウドサービスとして提供） し、 公共交通

か否か、 またその運営主体に関わらず、 マイカー

以外のすべての交通手段によるモビリティ （移動）

を 1 つのサービスとして捉え、 シームレスにつな

ぐ新たな移動の概念。 利用者はスマートフォンのア

プリを用いて、 交通手段やルートを検索、 利用し、

運賃等の決済を行う例が多い。

密集市街地

古い木造の建物が密集して、 道路が狭く公園が少

ないために、 地震や火事の時に大規模な火災にな

る可能性が高く、 避難しにくい市街地のこと。

用途地域

住居、 商業、 工業など市街地の大枠としての土地

利用を定めた地域のことで、 13 種類がある。 用

途地域が指定されると、 それぞれの目的に応じて、

建てられる建物の種類が決められる。

要配慮者利用施設

社会福祉施設、 学校、 医療施設その他の主として

防災上の配慮を要する方々が利用する施設のこと。

ライフスタイルの多様化

社会を取り巻く環境の変化、 それに伴う価値観の

多様化を背景に、 個人の生き方 （ライフスタイル＝

生活様式 ・ 営み方） が多様化すること。

リモートワーク

勤労形態の一種で、 情報通信機器等を活用して、

時間や場所の制約を受けずに、 柔軟に働くことが

できる形態のこと。

連続立体交差事業

都市部における道路整備の一環として、 道路と鉄

道との交差部において、 鉄道を高架化または地下

化することによって、 多数の踏切を一挙に除却し、

踏切渋滞、 事故を解消するなど都市交通の円滑化

や、 鉄道により分断された市街地の一体化を促進

する事業のこと。

な行

は行

ま行

や行
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